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現在の部署へ異動となって早１年余りが経過し、
恐れていた「編集雑感」を担当させて頂く順とな
った。社内にストックされている「せんきょう」
のバックナンバーをひっくり返し、諸先輩方の文
章に感銘を受けつつ、この伝統を私の悪文で汚し
てよいのかとの疑念は尽きぬが仕方がない、筆を
進めてゆくとしよう。
先日、友人の結婚式帰りの電車の中で、花火の

帰りか甚兵衛を着た外国人の方を見かけた。その
姿に不思議な感覚に見舞われた。日本人の私は結
婚式後ということでスーツ、つまりは西欧の正装、
片やあちらは和装、しかも夏の略装。どちらがよ
り豊かな心を持つかは服装だけで一目瞭然である。
日本に住んで日本の慣習をとり入れる姿勢に好感
を覚えるとともに、国際色豊か（？）な海運会社に
勤める私は、外国に赴任する機会あれば、現地の
文化に溶け込んでゆきたいと強く思った。
同時に、社会人になってからというもの、季節

を感じることが少なくなった事を思い出した。ク
ールビズ、コートといった多少の違いはあれ年中
ほぼ同じ服装で、日の多くを過ごすオフィスは温
度が一定に保たれ、外出しても都心では折々に変
化する自然には触れ難い。温帯地域に季節の変化
は当然にあり、日本を代表する文学である俳句に

季語が存在するように、こと我が国には四季の情
緒を重んじる土壌がある。であるにも拘らず、季
節を感じられないのは日本人たる一つの重要なア
イデンティティを失うようにも思え、なんとも寂
しい。日々の些事に忘却されがちであるが、季節
を意識するだけの余裕は常に持っていたいもので
ある。手始めとして、今はまず花火を見に行くの
がよいだろうか。
最後に、季節を冠した私の名前について、よほど
単純な感覚のもとに名付けられたのだろうと思わ
れる事がある。両親の名誉のために申し添えてお
くと、名字の字形とのバランスを第一に考慮した
のであって、単に生まれた季節から付けたのでは
ないのだそうだ。そんな深謀遠慮を経た命名でも、
幼稚園児の時分に「“こ”で終わる名前は女だ」と
いじめられ、多感な中学生の時期にはマザコン男
が主人公のテレビドラマが流行り「冬に生まれな
くてよかったね」とからかわれ、それぞれ当時は
親を恨んだものだ。が、今では割りと気に入って
いる、というよりも違う名前の自分はもはや想像
できない。
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編 集 後 記
本年３月に完成したDVD「日本の海運」が、
おかげさまで半年も経たずに初回プレス分
２２０００枚を配布し、現在は増版分を配布中で
す。前回作成のものとはタイプが異なり、
日常生活と海運とのつながりをドラマ仕立
てで紹介したものなので、業界外の人が観
ても親しみやすいということもあったので
しょう（HP上でダイジェスト版がご覧にな
れます、www.jsanet.or.jp）。
以前、公認会計士の山田真哉氏（ベスト

セラー「さおだけ屋はなぜ潰れないのか？」
の著者）のインタビュー記事を読んだこと
があります。その中で「会計のような専門
的で難しいことをわかりやすく説明するの
が私の仕事」というようなことをおっしゃ
っていました。当時、予備校講師という異
分野から会計の世界に飛び込んだ氏ならで
はの言葉に共感するとともに、自分も！と
思ったものです。そんなことをふと思い出
して、改めて自分の業務を見直してみるこ
の頃。 （MN）

せんきょう�月号 No. 565 (Vol. 48 No. 5)
発 行●平成１９年�月２０日
創 刊●昭和３５年�月１０日
発行所●社団法人 日本船主協会

〒１０２�８６０３東京都千代田区平河町２�６�４（海運ビル）
TEL．（０３）３２６４�７１８１〔総務部（広報）〕

編集・発行人●井上 晃
製 作●株式会社タイヨーグラフィック
定 価●４０７円（消費税を含む。会員については会費に含めて

購読料を徴収している）

C O N T E N T S

編集雑感

8



年末に向けての税制改正のシーズンが始まる。

税制の差異からくる外国船社との競争力の格差は

拡がっており、トン数標準税制の実現はなんとし

ても今年勝ち取らねばならない。ここでは一般世

論に正しく理解を得られていないことについて指

摘したい。

それは、何故、外航海運の税制改正か。他の産

業でも国際市場において収益に対する軽課税国の

企業との競争に苦しんでいる。わが国の外航海運

は好調であり、経営的に苦境にある業界はほかに

ある、との問題提起への回答だ。

第一には、外航海運が競っている世界単一市場

の中身だ。この市場においては、通商航海条約等

により各国間の貿易取引において完全に「海運自

由」が実行されている状況がある。

即ち、外航海運の分野では関税障壁その他の障

害が全くなく、これを分かりやすく譬えれば、世界

のすべての国々の間で完璧な自由貿易協定（FTA）

や経済連携協定（EPA）が締結されているのと等し

い状況にある。また製造業で言えば、その工場に

当たる船舶に対する構造規制やその従業員に当た

る船員に関する規制もすべて IMO条約という国際

基準に従うこととされている。「中国市場」「タイ

市場」「日本市場」等のどこの国の外航海運市場を

みても均一であり、参入は自由である。このよう

な世界単一市場は他の産業においては見られない

と思う。

第二には、外航海運の「海運自由」の考え方の

根底には、世界の人々の間で出来るだけ安価で、

円滑な物品の移動を実現させるという発想がある。

それ故、自由な物品の輸送を妨げる行為にはOECD

や国連の場において各国が協調して徹底的に対抗

してきた。

第三には、外航海運は異国間の輸送活動であり、

自由であるから、ここで消費される物品はどこか

特定の国に課税権を与えることなく基本的に免税

扱となる。燃料油も船員用の食料品やビール等と

同様に免税である。

そこで、このように均一で自由な市場で、決定

的に競争力の差となって残っているのが収益に対

する課税である。外航海運の収益税はすべて本社

の所在国で課税されるため、特定の国の船社だけ

が、他と全く異なる税方式で高い税負担を負えば、

競争の結果は明らかである。

極端に減ってしまった日本籍船や日本人船員の

増加策に真摯に取り組むことは当然であるが、そ

のためにも我が国の外航海運の競争力を維持し、

貿易物資の安定輸送の確保を図ることの重要性に

ついて、世論にしっかり理解してもらうことが必

要だ。

「トン数標準税制の論点」

日本船主協会 理事長 中本光夫

巻 頭 言
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１

国際会議レポート

地球温暖化ガスに関する具体的な審議始まる
―IMO第５６回海洋環境保護委員会（MEPC５６）の審議模様について―

国際海事機関（IMO）の第５６回海洋環境保護委

員会（MEPC５６）が、２００７年７月９日から１３日まで

ロンドンにおいて開催され、船舶からの大気汚染

防止、バラスト水管理条約およびシップリサイク

ルなどに関する審議が行われた。

主な審議概要は以下のとおりである。

１．船舶からの大気汚染の防止関連

� 地球温暖化ガス関連

� 外航船舶からの地球温暖化ガス排出に関す

る調査レポートについて

IMOでは、外航船舶に起因する地球温暖化

問題について評価した「外航船舶からの地球

温暖化ガス（GHG）排出に関する調査レポー

ト」を２０００年に作成した。しかしながら、同

レポートに使用されている統計データが古い

ことなどから、２００６年１０月のMEPC５５におい

て、同レポートの更新が合意された。

今次会合では、同更新に当たり調査する項

目について検討�最終化することとなってお

り、日本とノルウェーが共同で提案した調査

項目に基づき審議が行われた。

審議における論点の概略は次のとおりであ

る。

�更新作業によって、IMOにおけるGHGに係

わる作業計画が早まること、あるいは具体

的な CO２排出基準（ベースライン）の設定

が行われることに対するアメリカなどの懸

念

�IMOにおけるGHG削減対策を推進し、早急

に更新をする必要があるとする欧州勢の見

解

�GHG排出削減義務など政策的な決定あるい

はその誘導が、本作業において行われるの

ではないかという中国、サウジアラビアな

どの懸念

審議において、各国の意見を調整したうえ、更

新に当たっての調査項目が次のとおり合意された。

同更新作業は２００９年３月のMEPC５９を目処に完了

海運ニュース
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する予定である。

�外航海運からの GHG排出量の算定（現状値お

よび将来予測値）

�GHG削減手法の調査（技術上、運航上、市場

メカニズム※に基づく手法）

�GHGによる気候変動への影響

※市場メカニズム：競争原理に基づいて、企業が温暖化

対策に有効な手法・製品・サービス

を開発・提供し、その付加価値がユ

ーザーや社会から評価・選択される

仕組み

� GHG排出削減手法に関する検討について

今次会合より、技術上、運航上および市場メ

カニズムに基づくGHG排出削減手法に関する

検討が開始されることとなっており、英国か

ら排出権取引に関する提案およびノルウェー

からは一つの可能性として、GHG排出基金設

立の提案が提出されていた。

また、IMOにおいて GHG削減に関する具

体的な進捗が見られない場合、地域規制や IMO

以外の他の国際機関による規制の導入を招く

ことに対し、欧州各国から懸念が示された。

しかしながら、今次会合では、時間的な制

約があり、詳細な検討が行えなかったことか

ら、欧州各国の強い要望もありコレスポンデ

ンス・グループにおいて、削減手法に関する

検討を行うこととなった。同検討結果は次回

２００８年３月のMEPC５７に報告されることとな

る。

� MARPOL条約附属書 VIの改正について

� MARPOL条約附属書 VIの改正

船舶からの大気汚染防止に関するMARPOL

条約附属書Ⅵの改正については、２００６年４月の

IMO第１０回ばら積み液体およびガス小委員会

（BLG１０）から具体的な検討が開始され、本

年４月の BLG１１において最終化されることと

なっていた。しかしながら、BLG１１において

最終化することができなかったことから、改

正作業の１年間の延長と本年１０月に BLG中間

会合を開催することについて、BLG１１より今

次会合に提案されていた。

同提案については、特段の反対もなく承認

され、同附属書の改正は BLG中間会合、２００８

年２月の BLG１２での審議を経て、３月開催の

MEPC５７で承認され、１０月のMEPC５８におい

て採択される見込みとなった。

なお、今次会合に提案されていた同改正に

関する提案については、審議が行われず、中

間会合および BLG１２において改めて検討され

ることとなった。

� 政府�海事業界による専門家グループの設
置

附属書 VIの改正として提案されている SOx

規制案に関連し、IMO事務局長より、海運業

界および石油業界への影響を調査するため、

政府�海事業界による専門家グループ（Sci-

entific Group : SG）を設置し、調査・分析を行

うことが提案された。同提案では、SOx規制

に関する審議は、SGにおける調査分析結果に

基づき行われるべきとされていた。

審議において、大多数の国がこれを支持し、

SGを設置することが承認された。

SGの概要は以下のとおり。

◆構 成；４つのプロジェクトチームを設置

�Shipping group（S）

�Oil supply issues group（O）

�Environmental and health group（E）

�Computer based modeling group（C）

◆活 動；

�データ収集：９月中旬まで
�会合開催：３回（９�２６－９�２８、１１�
７－１１�９、１２�３－１２�７）

�結果報告：１２月中旬
◆メンバー；

日本、サウジアラビア、英、独、米、ノ

ルウェー、バハマ、シンガポール、スウ

ェーデン、国際石油産業環境保全連盟

（IPIECA）、国際バンカー業界組合（IBIA）、

欧州内燃機関製造者協会（EUROMAT）、

Friend of Earth International（FOEI）、国

際海員健康協会（IMHA）、国際自由労働
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組合連盟（ICFTU）、国際船級協会連合

（IACS）、マリンエンジニアリング学会

（IME）、国際海運会議所（ICS）、国際独

立タンカー船主協会（INTERTANKO）、ボ

ルチック国際海運協議会（BIMCO）、石油

会社国際海事評議会（OCIMF）

２．バラスト水管理条約関連

� バラスト水排出基準の適用日について

バラスト水管理条約では、船舶の全バラスト

水タンク容量により段階的にバラスト水排出基

準（Ｄ�２基準）が適用されることとなっている。
BLG１１において、IMO法務部より、条約要件

（Ｄ�２基準）は条約発効日以前への遡及適用は
ない（不遡及適用）との見解が示され、今次会

合において、その是非について検討が行われた。

審議において、スペイン、ロシア等の数カ国

を除く大多数の国が IMO法務部の見解に反対を

表明し、審議の結果、条約発効日に係わらず、

Ｄ�２基準は遡及適用されることが確認された。
また、条約上の最も早いＤ�２基準の適用日

（２００９年１月１日）の延期時期については、２０１０

年と２０１１年のどちらにするか検討が行われたが、

合意が得られず、BLG１２で引き続き検討するこ

ととなった。

� ガイドラインの承認

BLG１１において、「未処理バラスト水排出のリ

スク評価に関するガイドライン（Ｇ７）」および

「緊急事態を含む追加方策に関するガイドライ

ン（Ｇ１３）」が最終化されており、今次会合にお

いて、修正無く採択された。

また、「バラスト水サンプリングに関するガイ

ドライン（Ｇ２）」に関しては、BLG１２で最終化し、

次回MEPC５７で採択することが確認された。

� バラスト水処理装置の承認

ケミカルなどを用いるバラスト水処理装置は、

ガイドラインに従って、IMOより承認を取得し

なければならない。今次会合において、ノルウ

ェーから提案された処理装置が始めての最終承

認を取得した。また、韓国提案の処理装置が基

本承認を取得し、これで、６つの処理装置が基

本承認を取得したこととなった。

３．シップリサイクル

IMOでは、２００９年までにシップリサイクルに係

る新条約を策定することとし、２００６年３月のMEPC

５４から条約条文案の審議が行われている。MEPC

５６で設置された作業部会では、採択までのスケジ

ュールが確認されたほか、条約条文案および条約

に付随するガイドライン案などの審議が進められ

た。

� 採択までのスケジュール

２００８年４月のMEPC５７を経て同６月の IMO

理事会で条約採択会議日程を決定し、同１０月の

MEPC５８で条約条文案を最終化の上、２００９年４月

の条約採択会議の開催を目指すこととされた。

また、条約案の審議を進めるため、２００８年１月

にフランスにおいてMEPC作業部会の中間会合

を開催することが合意された。

� 条約条文案

時間の制約上全ての条文案の審議はなされな

かったが、条約の適用対象について、自国内の

航行に従事する船であってかつ同国内で最終的

にリサイクルされる船舶を本条約の適用対象外

とすることについて概ねの合意が得られ、条約

の規定ぶりを今後検討することとされた。ただ

し、内航船でも海外売船される船については、

条約の適用対象となる。

また、英国より、条約の基準に達しないリサ

イクル施設については、安全・環境面の最低限

の基準をクリアすれば、同施設を暫定登録し、

その改善計画を IMOにおかれる委員会がモニタ

ー・助言を行い、条約基準を満たした段階で承

認リサイクル施設に格上げするという提案がな

された。英国提案については、反対意見があっ

たものの、十分な世界の解撤能力を確保すると

いう観点から支持をする国も多く、次回会合に

向け同国が条文案を提案することとされた。

さらに、米国より、「非締約国の安全・環境上

適した施設でのリサイクルを、二国間、多数国
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間または地域協定を締結することにより認める」

との提案があり、同国提案の意図（十分な解撤

能力の確保等）は評価されたものの、同提案は

条約批准のインセンティブが働かなくなること、

これら協定が林立する状況はグローバルな条約

を策定する趣旨に反することなどから、十分な

検討が必要とされた。

� 条約に付随するガイドライン案

時間的制約からリサイクル施設に関するガイ

ドライン（GL）案以外の審議はなされなかった。

同 GL案については、日本、米国およびデンマー

クから夫々提案がなされていたが、今後、日本

案をベースに他国提案を取り入れることが合意

された。

４．特別敏感海域

� パパハナウモクアケア

米国より、２００６年に海洋国家遺産に指定され

たパパハナウモクアケア（北西ハワイ諸島周辺

海域）を特別敏感海域（PSSA）に指定すること

が提案された。

また、PSSAの指定に当たり、外航船舶による当

該海域の生態系等への被害を防ぐための関連保

護手段（APM）として、以下のとおり提案された。

� 航泊禁止海域の設定

� 船舶航行ルートの設立

� 船舶通報制度の導入

本提案に対しては多数の国より支持があり、

APMを本年７月の IMO第５３回航行安全小委員会

（NAV５３）において、検討�承認後、MEPC５７に

おいて PSSAとして承認される見込みとなった。

� ガルフ海域のMARPOL条約附属書ⅠおよびⅤ

の特別海域の適用

ガルフ海域はこれまで沿岸国（締約国）にお

ける油および廃物のための受入施設が不十分で

あったことから、MARPOL条約附属書Ⅰおよび

附属書Ⅴにおける特別海域として発効していな

かった。

今次会合に、ガルフ沿岸国共同により、同受

入施設が十分に整備されたことから、特別海域

の要件を適用する旨提案があり審議が行われた。

審議の結果、ガルフ海域は同附属書Ⅰおよび

Ⅴの受入施設の要件を満たしていることが確認

され、２００８年８月１日より、特別海域として適

用することが合意された。

（海務部：黒越�企画部：本澤）

ECDISの搭載義務化は先送り
―IMO第５３回航行安全小委員会（NAV５３）の模様―

国際海事機関（IMO）の第５３回航行安全小委員

会（NAV５３）が、ロンドンにおいて、７月２３日よ

り７月２７日まで開催され、電子海図情報表示装置

（ECDIS）の搭載要件の検討、船橋当直警報装置の

搭載要件の検討、航海灯、航海灯制御盤および関

連機器の性能基準の作成等に関する審議が行われ

た。審議の概要は以下のとおり。

１．電子海図情報表示装置（ECDIS）の搭載要件の

検討

２００４年７月開催のNAV５０より、ECDISの普及につ

いて調査が開始され、その後、２００６年７月開催の

NAV５２より搭載強制化に関する審議が行われてきた。

今次会合において、デンマーク、フィンランド、

ノルウェー、スェーデンより総トン数５００トン以上

の客船およびタンカーならびに総トン数３，０００トン

以上のタンカー以外の貨物船に対し、２０１０年７月

から段階的に ECDISの搭載を強制化する提案が出

された。

一方、日本からは、ECDISの搭載は、総トン数

１０，０００トン以上の船舶を対象とし、既存船への適

用は３年～５年の猶予期間を設け、２年以内に廃

船する船舶は適用を除外すべきことを提案した。

しかし、主要航路（欧州～アジア～米国等）以

外を航行する船舶に対する搭載意義や、コストパ

フォーマンスおよび電子海図（ENC）の整備に関
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する懸念が表明され、合意には至らなかった。そ

のため、次回 NAV５４において、ECDIS搭載を強制

化することについての利点と欠点を整理した上で、

更に検討を進めることが合意された。

２．船橋当直警報装置の搭載要件の検討

船橋当直警報装置（BNWAS : Bridge Navigational

Watch Alarm System）とは、居眠り等で当直者に

異常が発生した場合、船長室等に警報で知らせ、

事故を未然に防ぐための装置である。２００６年５月

開催の第８１回海上安全委員会（MSC８１）においてデ

ンマークより、BNWASを総トン数１５０トン以上の

全船舶に搭載義務化を要求する提案があり、今次会

合でSOLAS条約改正案も含めて、再度提案された。

各国からの意見は概ね以下のとおり。

� 本装置搭載の強制化には、更なる調査が必要

であること

� 本要件の強制化が航海当直要員の削減を導か

ないことを明確にすること

� この問題の本質は疲労の問題であること

� ５００トン未満の小型船や国際航海に従事しない

船舶には、不適当であるため、BNWASの搭載条

件を審議する際、現行の性能基準の修正を考慮

すること

審議の結果、次回 NAV５４にて改めて検討するこ

ととされた。

３．航海灯、航海灯制御盤および関連機器の性能

基準の作成

２００５年５月開催のMSC８０において、航海灯、航

海灯制御盤および関連機器の性能基準の検討を今

後の作業計画に盛り込むことが決定され、２００６年

７月開催の NAV５２では、発光ダイオード（LED :

Light Emitting Diodes）を利用した航海灯の性能基

準についても作業計画に含めることが合意された。

今次会合にて、日本より提案された性能基準案

が審議され、承認された。本案は２００７年１０月開催

のMSC８３で採択されれば、２００９年１月１日以降に

設置される航海灯、航海灯制御盤および関連機器

の制御盤に適用される。

特記事項としては、

� 長さ５０ｍ以上の船舶は、マスト灯、舷灯、船

尾灯は二重化とすること

� 長さ１２ｍ以上の船舶において、水平面内の航

海灯のブラインドゾーン（灯火の見えない範囲）

での照度は、その灯火が持つ照度の１０％を超え

ないこと

� 航海灯に製造業者、型式、製造番号、消費電

力量の他、航海灯の設置箇所に船首方向を示す

マーキング、灯火の到達距離を表示すること

� 航海灯制御盤については、球切れ等の警報信

号を、他の外部機器との間で送受信できる機能

を備えること（将来的には、船舶自動識別装置

（AIS）、統合化航行システム（INS）等の外部機

器への情報提供も視野に入れているが、現時点

では未定）

� LEDを利用した航海灯については、海上衝突

予防法附属書�の第９条で要求される照度より
も下がった場合、警報により当直航海士に知ら

せること。
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もしくは、当該照度を維持するため、製造業

者が定めた有効期限内＊のものが使用されること

＊有効期限は、様々な温度の条件にて試験され、照度の

減少率の結果に基づき決められる。

また、海上衝突予防法上の航海灯の設置箇所に

ついての統一解釈が作成された。

舷灯の設置箇所は、現行の海上衝突予防法では

「舷側付近に設置すること」となっているが、統

一解釈では、舷側から内側に船幅の１０％の距離（但

し、最大１ｍ）までの範囲で、設置しても良いと

いうこととなった。ただし、適用除外として、構

造的に船幅が制限される小型船など、要件の適用

が実用的でない場合は、旗国の判断に基づくこと

となった。

本解釈は、２００９年１月１日以降に建造される船

舶が対象とされており、次回MSC８３で採択されれ

ば、IMOサーキュラーとして回章される予定であ

る。

４．E�Navigation の戦略構築
E�Navigationとは、２００６年５月開催のMSC８１に

て提案され、AIS、ECDIS等の最新の電子航行技術

の活用により、ヒューマンエラーの削減による海

難、海洋汚染の防止、捜索救助などを目的として

いる。

今次会合にて、まず始めに E�Navigationの定義、

目的および将来的構想を確立すること、更にユー

ザー（船社、船員）の要望を取り入れることが必

要であるとし、次回 NAV５４にて改めて審議するこ

ととなった。

（海務部：山本）

内外情報

第�回船長・機関長に対する承認試験実施される
―外国人船員に対するわが国の海技資格付与制度がすべて整う―

本年６月２８日、フィリピン国マニラ市において、

外国人船長・機関長に対し、わが国海技資格（承

認証）を付与するための承認試験が実施された。

これにより初めて日本籍船に乗組むことができる

外国人船長・機関長が誕生することとなった。他

職位も含めた承認試験の受験者数および合格者数

は表１のとおり。受験者全体の合格率は約９５％で

あった。

船長・機関長の承認試験実施の経緯

承認試験が開始されてから、この度初めて船長

・機関長に対する承認試験が実施されるに至った

経緯は次のとおりである。

１９９８年、船舶職員法の改正により、STCW条約＊

締約国政府が発給した資格証明書の受有者であっ

て、運輸省（現国土交通省）の承認を受けた者が、

同省から指定を受けた就業範囲内において日本籍

船に乗組むことが可能となる制度（承認制度）が

表�：２００７年�月実施の承認試験受験者数および合格者数
Capt. C�O ２�O ３�O C�E １�E ２�E ３�E 合 計

受 験 者 数 ７ １４ １０ ９ ６ ６ １６ ６ ７４

合 格 者 数 ７ １４ ９ ９ ５ ６ １６ ４ ７０

▲SSO講習風景
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設けられた。

同制度を導入するにあたり、船長・機関長の職

務については就業範囲から除外されていたため、

これまで船長・機関長の承認試験は実施されてお

らず、わが国の承認船員としての船長・機関長は

存在しなかった。

承認制度導入後も日本籍船および日本人船員の

減少に歯止めがかからない状況において、共通の問

題意識を持った当協会と全日本海員組合は、２００５

年６月、日本人船・機長配乗要件の撤廃を国土交

通省に申し入れることについて合意し、同年７月、

申入れがなされた。

当協会と組合の申入れを受け、国土交通省は同

年９月、官労使および学識経験者で構成する「船

・機長配乗要件の見直し等に関する検討会」を設

置し、検討を重ねた結果、安全運航に関し同制度

に起因する問題は見当たらず、国内法令上問題が

生じないことが確認された。これを受け、本年６

月、国土交通省から承認制度における就業範囲の

指定が船長・機関長に拡大される旨通達があり、

前述のとおり船長・機関長に対する承認試験が実

施される運びとなった。

船長・機関長の承認試験実施までの準備

わが国の承認制度では、承認試験を受験する前

に、日本の海事法規に関する知識を身に付けるた

めの「国内海事法令講習」の受講・修了が義務付

けられている。

同講習は、これまで一等航海士・機関士以下の

職位に対応したものしかなかったため、船長・機

関長に対する承認試験が行われるまでに新たな講

習制度を確立する必要があった。

船長・機関長に対する国内海事法令講習の内容

と時間について、国土交通省と検討した結果、表

２のとおり定められた。

また、講習終了後に行われる修了試験では、船

長７名、機関長６名をはじめとする全職位で１２５名

が受験し、全員が合格した。

特に、今回初めて開催することとなった船長・

機関長に対する講習および修了試験については、

新しいテキストおよび修了試験問題を作成する期

間が非常に短く、講習開始の直前までかかったが、

講習機関（MAGSAYSAY�MITSUI O.S.K. MARINE,

INC.）をはじめとする関係各位の最大限の協力に

より、船長・機関長を含むすべての講習課程を無

事終えることができた。

その他必要な資格付与講習について

外国人船長・機関長の承認試験の時期に合わせ

て、外国人船員に対する初めての衛生管理者講習

表�：職位別国内海事法令講習の科目および時間

履 修 科 目
講 習 時 間 （hrs）

船 長 一 航 士 二�三航士 機 関 長 一 機 士 二�三機士
海 上 交 通 安 全 法 １６ １２ ８ � � �
港 則 法 １６ １２ ８ � � �
船 舶 職 員 法 ４ ３ ２ ４ ３ ２

船 舶 安 全 法 ２ １ � ２ １ �
船 員 法 １２ ９ ６ １０ ９ ６

水 先 法 ２ � � � � �
海 難 審 判 法 ２ � � ２ � �
船舶機関規則 船舶設備規程 � � � ６ � �

合 計 ５４ ３７ ２４ ２４ １３ ８

表�：衛生管理者および船舶保安管理者講習の内容および時間
受講するための要件 講 習 内 容 講習時間

衛 生 管 理 者 講 習 STCW条約に適合するMedical Care資
格受有者 わが国の労働衛生法規保健指導（実技等） ４時間

８時間

船舶保安管理者（SSO）講習 SOLAS条約に適合するSSO資格受有者 海事保安に係る国内基準、国内組織およ
び情報等 ４時間
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２

および船舶保安管理者（SSO）講習がフィリピンマ

ニラ市で行われた。

国際船舶における日本人船・機長配乗要件の撤

廃に備えて、これまで日本人が資格を受有し、担

当していた衛生管理者および船舶保安管理者（SSO）

資格の外国人船員に対する資格付与制度を確立す

る必要があった。各講習の受講要件および講習内

容・時間は表３のとおり。

衛生管理者とは省令によって定められた日本固

有の資格であるが、STCW９５改正条約において能力

基準が定められている“Medical Care”が船内医療

を行う者の資格であることから、同資格受有者を

受講対象者とすることで、講習時間を大幅に短縮

が可能となった。同講習を初めて実施するにあた

っては、講習機関（NYK�Fil）ならびに多くの関係

者の多大なる協力を頂き、１６名の受講者全員が講

習を無事修了することができた。

同様にSSO資格についても、SOLAS条約（海上人

命安全条約）で承認された訓練修了者を対象に海

技教育機構による講習を行い、受講者３４名全員が

無事修了した。

以上をもって、現行制度における国際船舶に乗

組むために必要な資格付与制度はすべて確立され

たこととなり、全乗外国人船員の国際船舶の就航

が制度上可能となった。

（海務部：田部）

対米貿易への深刻な影響を懸念
―米国向けコンテナ貨物１００％スキャニング検査条項を含む法案が米国で成立―

２００１年９月の同時多発テロ事件以降、米国では

様々なテロ対策が導入されており、同国向け海上

貨物輸送に対しても爆発物や兵器の不正な持ち込

みを防止する観点から、これまで以下の保安対策

が実施されている。

２００６年以来、米国議会では上記対策に加え、全

ての米国向け貨物に対して積出港での船積み前ス

キャニング検査（非破壊検査装置による内容物検

査）を義務付ける制度の導入是非が議論されてき

たが、２００７年８月３日、同制度を２０１２年７月から実

施する条項を含む法案が成立した。

１．法案成立までの経緯

� 米国下院は、２００６年１０月に成立したサプライ

チェーン・セキュリティ強化に関する Security

and Accountability For Every Port Act of２００６

（SAFE Port Act）の審議において、全ての米国

� Container Security Initiative : CSI
危険性のある米国向け貨物を積出港で事前に検地すべく、米国と海外の税関当局が協定を結び情

報交換や貨物検査において協力するプログラムで２００２年に開始された。現在同プログラムには、日

本の横浜・東京・名古屋・神戸港を含む世界５０港が参加し、米国向けコンテナ貨物の８割以上をカ

バーしているといわれている。

� ２４hours Vessel Manifest Rule：いわゆる２４時間ルール
船社もしくはフォーワーダーに対し、米国向けコンテナ貨物の船積み２４時間前に同国税関に貨物

情報を提出することを義務付ける制度。２００３年２月開始。

� Customs�Trade Partnership Against Terrorism : C�TPAT
米国税関・国境警備局（Customs and Border Protection : CBP）のサプライチェーン・セキュリテ

ィ基準を満たす貿易業者に税関手続き・貨物検査場の優遇措置を与えるプログラム。２００２年から実

施。参加はあくまで任意。

＊STCW条約
The International Convention on Standards of Train-

ing, Certification and Watch�keeping for Seafaresの略。
船員の訓練要件、資格証明、当直基準などに関する国

際的な統一基準を定めた条約。
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向け貨物に対して積出港での船積み前スキャニ

ング検査を義務付ける条項を盛り込むよう提案

していた。しかしながら、最終的には、外国港

湾の協力を得て同検査の実施が可能か検証する

実験プログラム＊を行うとの内容が含まれるに

止まった。

＊同プログラムは SAFE Port Actに基づく Secure Freight
Initiative（CSI）の一部として、２００７年２月以降開始。
協力しているのは英国：サザンプトン・オマーン：サ

ラーラ・パキスタン：カシム・ホンジュラス：プエル

トコルテス・韓国：釜山・シンガポールの６港。

� SAFE Port Actで米国向け全コンテナ貨物の船

積み前スキャニング検査を実現できなかった下

院は、２００７年１月からの第１１０議会に再度同様の

提案を行うとの情報が報道されていたところ、

同議会開始早々の２００７年１月９日、下院は以下

の要件を含むテロ対策関連法案（HR１）を可決

した。

―米国向けコンテナの取扱量が７５，０００TEU以上

の海外の港は法案施行後３年以内に、同取扱

量が７５，０００TEU未満の場合は同５年以内に、

米国政府の基準を満たしたスキャニング機器

を使い、全ての同コンテナ貨物を船積み前に

検査することを義務付け。

―同コンテナ貨物に対し、米国政府の基準を満

たしたコンテナシールの使用を義務付け。

� HR１は、２００１年の同時多発テロ事件後、米大

統領が同事件の分析と包括的なテロ対策検討の

ために設置した“９�１１Commission”の報告書

によるテロ対策を具体化するための法案。しか

しながら同報告書には海上コンテナ貨物保安対

策は含まれていない。

� 上院も同報告書に関する独自法案 S４を２００７年

３月に可決。S４には以下のコンテナ貨物保安対

策が含まれた。

―国土安全保障省（DHS）に対し、SAFE Port

Actによる海外港での米国向けコンテナ貨物ス

キャニング検査実験プログラムの結果を踏ま

え、全量スキャニング検査実現までの計画を

策定することを指示。（特に全量検査実現の期

限は設けず）

� HR１と S４の一本化作業が両院協議会で行わ

れた結果、以下の条項を法案に盛り込むことで

上下院が合意。その後一本化された法案全体が

上下院それぞれで可決された後、議会夏期休会

直前の８月３日にブッシュ大統領が署名、法案

は“Implementing Recommendations of the９�
１１Commission Act of２００７”として成立した。

� ２０１２年７月以降、外国港湾において船積み

前に X線検査装置と放射性物質検知装置を組

み合わせた非接触型検査装置による検査を経

ていないコンテナ貨物は、米国に持ち込んで

はならない。

（航空貨物については、法成立日から３年以内

に同様の検査を実施）

� 下記条件の内２つを満たす港には、例外的

に検査実施時期の２年先延ばしを認めること

ができる。状況により同時期を更に２年間（計

４年間）延ばすことも容認。

�検査システムを購入・設置できない。
�同システムの誤作動率が受容範囲を超えて
いる。

�港が同システムを設置するだけの特色（physi-

cal character）がない。

�同システムが既存のシステムと統合できな
い。

�検査システムを使用することで、トレード
の量や流れを著しく阻害する。

�同システムがハイリスク貨物に関する自動
警報を発しない。

実施期限延長のためには、DHS長官が議会

に対して、期限延長の必要性に関する証拠を

提出し、早期実施のためにどのような措置を

取るかについて説明することが必要となる。

� ２００８年１０月１５日以降、米国でトランジットさ

れる全てのコンテナ貨物に対し、コンテナシ

ールに関する ISO１７７１２基準に適合したシール

の使用を求める。

２．主な関係者の動き

� 国土安全保障省（DHS）

10●せんきょう Aug 2007



HR１可決以降、DHS関係者は国際貿易に与え

る影響を勘案し、折に触れて拙速な１００％スキャ

ニング検査実施に否定的な見解を示すとともに、

まずは前出実験プログラムの結果を待つべきと

の立場を取っていた。

� 関係業界

� HR１可決後、米国荷主団体大手の NITL（Na-

tional Industrial Transportation League：全米

産業運輸連盟）は、１００％スキャニングおよび

コンテナに対する高度な電子シールの義務付

けが通商に与える影響に鑑み、それらの導入

は拙速であるとした書簡を全上院議員に送付。

World Shipping Council（WSC）＊＊も上院議員

への働きかけを開始。

＊＊川崎汽船・商船三井・日本郵船等世界の主要な定期

船会社が主に米国海運問題への対応のため結成した

団体。

� 両院協議会に際し、NITL、WSC等、米国の

８つの貿易関係団体は関係上院議員に上院法

案 S４の文言を採択するよう求めるとともに、

以下問題点を指摘する書簡を連名で送付。

―スキャニング機器の技術規格

―いつ、誰が、どのようにスキャニング・デー

タを分析するか

―誰が検査機器を購入し操作するのか、誰が購

入費用を負担するのか

―他国から米国発コンテナ貨物のスキャニング

検査を求められるのではないか

―検査機器の操作者等、同機器周辺で働く労働

者の健康と安全をどう確保するのか

� 両院協議会での検討終了後、NITLは「限り

あるリソースをスキャニングに集中するやり

方は間違い。リスク分析を併用する部分検査

こそが米国が取るべき道」とする書簡を主要

議員に送付。また、WSCも大統領署名前に

１００％スキャニングの実行性を非常に疑問視す

る声明を発表した。

� 米国議員

１００％コンテナ貨物スキャニング要件導入問題

の関係で、両院協議会報告への署名を拒否する

議員や、大統領に署名を拒否するよう求める議

員が出た。

� 関係国

�わが国国土交通省は EU諸国等の主要海運当局

と連携し、上院関係委員会議長および DHS

や国務省に対して、米国が単独で過激な貨物

保安対策を導入するのではなく、関係各国と

協調して実効性のある方策を検討するよう促

す等、同検査制度導入回避に向けた働きかけ

を行った。

�欧州委員会の税制・関税担当コミッショナー
は、HR１可決後すぐに DHS長官に対し書簡を

送り、同制度に強い懸念を伝えるとともに、

これが導入された場合は米国発EU向け貨物に

同様の措置を講ずる可能性を示唆。その後同

コミッショナーは、法案成立直前にも同制度

が導入されることに対し深い憂慮の念を示す

声明を改めて発表した。

上記の通り法案が成立したことによって、原則

として２０１２年から全ての米国向けコンテナ貨物に

対し、積出港での船積み前スキャニング検査が義

務付けられることになった。しかしながら、そも

そも現段階では誰がスキャニング機器を購入し検

査を実施するのか、どのように関係各国の協力を

得ていくのか、また、検査機器の信頼性はどれだ

け確保できるのかといった制度実施のための重要

なポイントが全く明らかにされていない。

それらのポイントは今後DHSによって対処され

ていくものと推測されるが、いずれにしても現在

世界６００港から米国に向けて輸出されている膨大な

コンテナ貨物の全てをスキャニング検査するとな

れば、円滑な貿易の大きな阻害要因になる可能性

が高く、また、貿易関係者にとって大きなコスト

負担を強いる惧れがある。そのため、当協会は引

き続きわが国政府、国内外関係者と密接に連携し、

対米貿易に混乱と障害がもたらされないよう対応

に努めていくこととしている。

（企画部：中村）
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本誌２００７年７月号シッピングフラッシュ

Ｐ．１１にてお伝えいたしました「交通政策審議

会海事分科会ヒューマンインフラ部会」の「中

間とりまとめ」を全文掲載いたします。

はじめに

「海」は、物理的な障壁であると同時に、貴重な

生活交通路や資源の宝庫であり、社会成立の基盤

としての貿易に不可欠な存在である。

四面を海に囲まれた我が国においては、貿易量

の９９％、国内貨物輸送量の３８％を海運が担ってお

り、海運は国民の生活、経済を支える上で大きな

役割を果たしている。

これら我が国の社会・経済にとって欠くことの

できない海運は、船舶の運航に従事する船員及び

陸上でこれを管理・支援する海技者により支えら

れており、海運の安定確保の観点からは、人的基

盤（ヒューマンインフラ）である船員（海技者）

の確保・育成は、「海洋国家」である我が国におけ

る極めて重要な課題である。

一方、外航日本人船員は、ピーク時の約５万７

千人から約２，６００人へと２０分の１以下に極端に減少

している。内航船員も約７万５千人から約３万人

へと減少しており、高齢化が著しく進行している。

今後の生産労働人口の減少や少子高齢化の進展を

踏まえると、育成に長期間を要する専門技術者で

ある船員の確保・育成は、今や喫緊の課題となっ

ている。

船員の確保・育成のためには、海の魅力の PR

を通じ、青少年の海への関心を深めることが重要

であるが、このような海事広報は、船員のみなら

ず、造船、港湾、マリンレジャー等幅広い海事産

業の人材確保や海事地域の発展等幅広い観点に立

って実施すべき問題である。

このような認識のもと、国土交通大臣より、交

通政策審議会に対し、平成１９年２月、「今後の安定

的な海上輸送のあり方について」の諮問がなされ

たことを受け、同審議会海事分科会にヒューマン

インフラ部会を設け、優秀な日本人船員（海技者）

の確保・育成策を中心に、海事分野における人材

の確保・育成のための海事政策のあり方について

調査・審議を続けた結果、現時点における審議の

結果を中間的にとりまとめることとしたものであ

る。

第１章 船員（海技者）の確保・育成に関する基

本的考え方

１．船員（海技者）の確保・育成に関する問題点

海運を取り巻く環境は、船舶に関する技術革新、

国際的な安全基準の強化、保安意識の高まり等に

より、近年著しく変化してきている。このような

中で、海洋国家である我が国における海運の安定

性・安全性・信頼性の確保、海技の世代間の伝承

等を可能とするためには、船員（海技者）を安定

的かつ計画的に確保し、育成していくことが死活

的に重要な課題となる。

しかしながら、外航日本人船員については、厳

しい国際競争の中、各国で採用されているような

支援措置が我が国では採用されていなかったこと

等の影響もあり、この３０年間で、ピーク時の約５

万７千人から約２，６００人へ船員数が極端に減少して

いる。

一方、内航船員については、船舶の大型化によ

各種調査・報告書欄

平成１９年�月

海事分野における人材の確保・育成のための
海事政策のあり方について（中間とりまとめ）
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る運航効率の向上と運航技術の進歩に伴い漸減傾

向にあり、現在雇用の需給は概ね均衡しているが、

中国・四国等の一部地域においては船員不足の状

況が顕在化している。また、４５歳以上の占める割

合が６４％に上る等高齢化が著しく、今後は外航海

運や漁船分野からの経験豊富な即戦力となる船員

の参入が望めないこともあって、近い将来船員の

不足が深刻化することが確実視される等、内外航

ともに厳しい局面にある。

海技は一旦世代が断絶してしまうと、再び確立

するには、極めて大きな時間・労力・費用が必要

となるものであり、このまま内外航の船員を巡る

厳しい局面を放置するならば、早晩、「海の DNA」

が損なわれ、これまで「安全性が高く、環境負荷

が低い」という長所を有していた日本海運にとっ

て致命的な影響が生じてしまうおそれが強い。こ

れは我が国の海運の安定性・安全性・信頼性の確

保、海技の世代間の安定的伝承等の観点からは極

めて大きな問題である。

船員（海技者）の確保・育成を進めるためには、

海の魅力や船員（海技者）の職業的魅力・重要性

が広く理解されることが必要である。しかし、現

状においては、

ア 海の重要性についての社会的認知度の低さ

イ 船員を志望する人材を集めることの困難さ

ウ 船員になること自体の大変さ

エ 船員の厳しい職場環境・労働環境

オ キャリアアップのための環境の不十分さ

カ 船員・陸上海技者の全体を通じた海技者と

してのキャリアパスの不明瞭さと社会的認知

度の低さ

等の問題点が顕在化しており、次代を担う若者が

安心して船員という職業を選択できるような環境

が形成されていない。

船 員：船舶に乗り組む者をいう。

海技者：船員としての知識・経験を有し、そ

れを活かして海事関連業務に従事す

る者（船員を含む。）をいう。また、

本中間とりまとめでは、船員以外の

海技者を「陸上海技者」という。

２．船員（海技者）の確保・育成についての基本

的視点

� 日本人船員（海技者）の意義・必要性

日本商船隊における外航日本人船員は、プラ

ザ合意後の急速な円高等によるコスト競争力の

喪失から、外国人船員への置き換えが進み、現

在では極端に減少している状況にある。外航日

本人船員は、日本海運のために核となるべき存

在であり、我が国の置かれた地理的、経済的状

況に照らせば、非常時をも想定して、平時から

一定程度の日本人船員を確保・育成しておくこ

とは喫緊の国家的課題である。諸外国において

も、国家安全保障上の理由や、自国物資の安定

輸送手段の確保、船舶運航等に係わるノウハウ

の維持、海運及び海事関連産業の重要性等の観

点で、自国船員（海技者）の意義・必要性を認

め、確保のための様々な施策が採られている。

外航船員をめぐっては、国際的に船舶職員（船

長・機関長、航海士・機関士を指す）が不足す

る一方で、甲板員・機関員等の部員が過剰とな

る需給構造が定着しつつあり、拡大を続ける世

界の船腹量を背景に、船舶職員不足が将来一層

深刻化する見通しとなっている。このような中、

船員供給国の事情変化により安定的な海上輸送

に支障を来たすことのないよう、一定規模の優

秀な外航日本人船員を確保しておくことが必要

である。

四面を海に囲まれた我が国において、内航海

運は、国内貨物輸送の約４割を担い、我が国の

経済や国民生活を支える上で重要な産業基礎物

資である鉄鋼、石油、セメント等についてはそ

の約８割を輸送する等、極めて重要な役割を果

たしている。

また、国内海上旅客輸送は、国内航空旅客輸

送を上回る年間延べ約１億人の国民が利用して

おり、特に、離島航路は島民の唯一の足、さら

には生活物資の輸送手段として地域経済を支え

ている。

地球温暖化対策に対する取組みが求められる

中、中・長距離フェリーや貨物船は、環境に優

しい物流を目指す陸上から海上へのモーダルシ

せんきょう Aug 2007●13



フトの担い手として、極めて高い公共性を有し

ている。

これら貨物・旅客双方の内航海運の重要性を

考慮すると、その人的基盤である内航船員の意

義・必要性は論をまたない。

内航船員数は、外航船員の１０倍を優に超える

規模であり、一方で高齢化が著しく進展してい

ることを踏まえると、今後、若年船員を確保し、

円滑な世代交代を進める必要性は高い。

近年、船舶の近代化や大型化が進む中、内航

船員には、安全運航、環境保全等のための、よ

り高度な船舶運航能力が求められるようになっ

ており、優秀な技術者集団である船員（海技者）

の確保は、外航海運に劣らず重要な課題となっ

ている。

さらに、内外航を通じ、海運が持続的に発展す

るためには、陸上・海上を問わず内部にその業

務の中核となる船舶運航能力及びそれに裏打ち

された管理・監督能力を備えた優秀な技術者集

団である船員（海技者）の保持が必要である。

� 船員数の将来見通し

�）外航船員の将来見通し
国際海上輸送部会において、外航日本人船

員の必要規模について試算したところ、最低

限必要な日本籍船は約４５０隻となり、これらの

日本籍船を運航するのに必要な日本人船員は

約５，５００人となる。一方、平成１８年に外航海運

業界は、業界の総意として、日本籍船を５年

で２倍、日本人船員を１０年で１．５倍に増加させ

ることを目標とする旨を表明している。

日本籍船・日本人船員の現状規模を踏まえ

れば、日本籍船約４５０隻、日本人船員約５，５００人

という必要規模を短期間で達成することは困

難であり、今後、日本籍船・日本人船員の計

画的な増加を図るべくさらに検討することが

必要である。

今後、外航日本人船員の増加を促進するた

めには、外航海運事業者の国際的なコスト競

争力の確保に配慮した制度的な措置が必要で

あり、それに向けた施策の実施は喫緊の課題

となっている。

�）内航船員の将来見通し
内航船員については、高齢化が進んでいる

年齢構成や現状レベルの採用や退職の状況並

びに内航船のこれまでの運航の効率化の流れ

が今後も継続することを前提に、今後５年間

ないし１０年間の内航船員の需給状況を試算し

たところ、５年後に約１，９００人、１０年後には約

４，５００人程度の船員不足が生じる可能性がある。

高度な技術者である船員の育成には長い期間

がかかることを踏まえると、少子高齢化が進

展し、今後生産労働人口が減少する中で、内

航船員の確保・育成に向けた対策は喫緊の課

題となっている。

� 今後の施策を進めるに当たっての考え方

船員（海技者）の確保・育成という観点から、

今後の施策を進めるに当たっての考え方を整理

すると、船員を

� 集め、

� 育て、

� キャリアアップを図り、

� 陸上海技者への転身を支援する、

という４つの施策を柱として推進することが適

切であり、今後は、この４つの柱に沿った施策

・取組みを行う必要がある。

第２章 優秀な日本人船員（海技者）の確保・育

成のための具体的施策

～４つの柱に沿った取組み～

	 船員を集める

� 海の魅力の PR

外航における日本人船員の減少、内航にお

ける船員の高齢化及び後継者不足という状況

に対処するためには、意欲ある人材に対して、

船員という職業を今後選ぶ道として開放・提

示していくことが必要であるが、その大前提

として、海に対する国民各層の関心を高める

ことが必要であり、そのための海事広報活動

については、これまで以上に積極的に取り組

むことが求められている。

しかし、これまでの海事広報活動は、青少

年の興味を喚起し、感動とロマンを与える点
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で必ずしも十分な効果を上げていない。

少子高齢化の中で、船員志望者の裾野拡大

を図るためには、まず、多くの児童・生徒、

青少年、保護者に、海の魅力や海の職場の重

要性について認識を深めてもらうことが必要

である。このため、今後は、青少年の海に関

する興味を喚起し、感動とロマンを与えるこ

とを目的とした活動を強化し、青少年に海に

関わる仕事へのあこがれ・夢を抱かせること

を目指すべきである。

このような活動は、船員の確保・育成のみ

ならず、造船、港湾、マリンレジャー等幅広

い海事産業における人材の確保や、海事産業

が集積する地域の発展にとっても重要な課題

となる。したがって、海事広報は広い視野に

立ちつつ展開することが必要であり、幅広い

海事関係者が連携し、海事産業の人材確保・

育成に関する基本戦略を確立して、中央・地

方の各層において海事広報活動に戦略的に取

組むことが求められる。また、体験乗船や造

船所見学の人数等事業推進のための分かりや

すい目標を設定し、中長期的な達成度を踏ま

えて施策の充実を図る PDCAサイクルを確立

することが重要である。

こうした活動に当たっては、先般制定され

た海洋基本法や陸海空の中で「海の日」が唯

一祝日となっていることの意味を踏まえ、我

が国が海洋国家であることの認識を社会全体

で共有してもらうため、今まで以上に戦略的

かつ効果的に海事広報活動に取り組んでいく

ことが必要である。

このため、海の魅力をPRするための象徴的

な存在として航海訓練所の練習帆船「日本丸」

・「海王丸」を青少年の体験航海や市民クルー

ズに有効活用することとし、これを１つの核

としつつ、官民を挙げて海事広報活動の充実

に取り組む必要がある。

また、海の魅力の PRをする際には、これま

で以上に海の職場に関する情報提供について

も充実を図ることが必要である。

（具体的施策の例）

○産学官及び地域の連携により全国及び意欲あ

る地域レベルでの協議会を形成し、マスター

プランの下で、海事・海洋関係団体・NPO

組織等のネットワーク化を図り、地域の自主

的な取組みを支援・調整する等により、戦略

的かつ効果的に海事広報を推進

○児童・生徒や青少年層を主な対象とした練習

帆船「日本丸」・「海王丸」への体験乗船。そ

のための海事青少年教育機関との連携、練習

帆船による市民クルーズ等の積極的推進

○年間を通じ継続し、かつ、海の日・海の月間

において集中実施する等の海事広報活動にお

ける戦略的な取組み

○船や造船所の見学会等海事産業全体による総

合的な PR

○船員教育訓練機関が連携したイベント・PR

による海の職場に関する情報提供

○客船によるクルーズの振興及びこれを通じた

海の魅力の PR

○「海のまちづくり」の中で行う海の魅力の PR

○授業や修学旅行での活用等学校教育との連携

推進

� 船員の職業としての魅力の向上

若者が安心して一生を託すに足る職域とし

て海の職場を選べるようにするためには、海

運事業者の自主的な努力により、経営基盤の

確立・安定化や、船員の労働環境・職場環境

の改善を図るとともに、それを可能とする制

度的な枠組みの充実を図ることが必要である。

しかしながら、海運業界においては一部に

大手企業は存在するものの、その大半を中小

零細企業が占めており、現状のままでは、海

をめざす若者が安心して就職できる環境とは

なっていない。また、かつての船員の給与は、

陸上の職種に比べ相当程度高く、船員を志望

する者にとっての大きな魅力となっていたが、

近年、海陸の給与格差は大幅に縮小しており、

海上労働の厳しさを考えた場合、職業として

の魅力が失われかねない状況となっている。

船員の職業としての魅力の向上のためには、
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業界の魅力や事業者の体力を向上させるため

の施策が必要であり、例えば、内航海運事業

者等のグループ化を推進し、船員の計画的な

募集・採用・育成等を容易に行える体制を整

備する等、さまざまな角度から対策を推進す

る必要がある。

また、海を職場として選んだ若者を船員と

してキャリアアップさせるための環境整備を

進める観点からも、内航海運事業者等のグル

ープ化をはじめ、中小海運事業者の経営基盤

の安定が必要である。

（具体的施策の例）

○船員（海技者）のキャリアパスの全貌を明示

することによる職業的魅力の積極的 PR

○内航海運事業者等のグループ化を活用した船

員の活躍する場の拡大、船員の計画的募集・

採用・育成の支援

○トライアル雇用を通じ船員の能力を的確に把

握すること等により若年者の採用の拡大を推

進していく観点から、船員の就職促進・能力

開発のための支援策の見直し

○残業時間の上限の設定、休息・健康の確保及

び労働条件の明確化による船員の労働環境の

改善

○若者にとっての船員教育の魅力を向上する観

点からの奨学金の見直し

� 海上経験を有する者の有効活用等

内航における船員不足をはじめ、今後発生

する船員不足の状況に的確に対応するために

は、若者を海の職場に誘導する施策に加え、

退職海上自衛官をはじめとする海上経験を有

する者を積極的に海運業に迎え入れることが

求められる。このため、海上経験を有する者

の持つ技術を評価し、短期間で資格を取得で

きるようにする等海技資格制度の柔軟化や、

女子船員の船舶運航要員としての活躍の場の

拡大を図る必要がある。また、船員教育機関

の卒業生の海上就職率向上、水産高校卒業生

等海になじみのある人材の内航への活用促進

等により、人材の有効活用を図っていくこと

が必要である。さらに、その際、内航海運の

実務に即した訓練を受けることができるよう

な環境整備も重要である。

各企業が自主的に定年後再雇用の拡大を図

ることにより、中高年技術者の有効活用を図

ることも重要な課題である。

限られた人材を有効活用する観点からは、

新たな技術やシステムの船舶運航の省力化の

効用に応じて、乗組制度の見直しを行うこと

が必要である。

この他、雇用のミスマッチを解消するため

には、海の職場を希望する者が的確な就職情

報を入手し、適切な職業指導・就職斡旋を受

ける環境を充実させる取組みも重要である。

（具体的施策の例）

○退職海上自衛官等の海上経験を有する者や女

子船員の船舶運航要員としての活用推進

○海上経験を有する者の活用を推進するための

海技資格取得の容易化等海技資格制度の柔軟

化

○海上経験を有する者や女子船員の活用等人材

確保の対象の拡大を推進していく観点から、

船員の就職促進・能力開発のための支援策の

見直し

○定年後再雇用の拡大

○新たな技術やシステムの船舶運航の省力化の

効用に応じた乗組制度の見直し等海技資格制

度のあり方についての検討

� 船員を育てる

関係者が広く認める日本人船員の優秀性は、

日本船の事故発生率の低さからも証明されるも

のであり、四面を海に囲まれた我が国が今後も

安全性が高く、環境負荷が低い海運を維持・整

備していくためには、質の高い船員の確保に資

する船員教育訓練システムを保持していく必要

がある。

我が国は、船員教育機関における座学教育と

航海訓練所における一元的な航海実習との組み

合わせにより、国が責任を持って船員を育成す

る日本型船員教育訓練システムを長い期間をか
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けて形成してきており、この下でこれまで数多

くの優秀な船員を育成してきた。

船員には、船舶を安全に運航するための知識

・技能や、船内の統率力、協調性、責任感、積

極性、忍耐力、危機管理能力、他船・陸上機関

とのコミュニケーション能力等様々な能力が要

求される。さらに、近年の海運業界では、技術

の進展に合わせたより高度な船舶運航能力に加

え、海技者としての能力等も求められるように

なってきている。

このため、これまで優秀な日本人船員を育て

てきた我が国の船員教育訓練システムについて

は、その長所を維持しつつ、海運業界が求める

技術力の優れた人材の養成に向け、改革を行っ

ていくことが強く求められている。したがって、

海運事業者の船舶（社船）を用いた乗船実習の

導入、帆船実習の義務付けの廃止、実習船舶の

構成や実習内容等について見直しを行い、積極

的に改革を進めていくことが必要である。また、

適職を求めて転職を考える人々に対し、船員と

いう職業への門戸を広く開放する観点からは、

船員教育訓練システムについて、誰もが自由に

チャレンジできるものに再構築するとともに、

それを積極的に PRしていくことが必要である。

（具体的施策の例）

○社船実習の拡大による教育訓練の複線化推進

○帆船実習の見直し（遠洋航海の義務づけの廃

止、実習時期・期間の見直し）

○一般大学、高校等卒業者の海技資格取得を可

能にするシステム（現行：新３級、新６級）

のさらなる拡充

○内航船員養成に重点を置いた航海訓練所船隊

構成の改革

○船員教育機関や航海訓練所の運営の合理化、

効率化

○船員教育機関と航海訓練所の連携強化、海運

事業者と船員教育機関・航海訓練所の連携強

化

� 船員のキャリアアップを図る

団塊の世代の退職を受け、あらゆる産業が若

年人材の確保に努力している状況下において、

若者にとっての船員の魅力を増大させるために

は、船員になった若者が経験を積む中でキャリ

アアップを図ることを可能とし、職業としての

船員の魅力を高めることが必要である。このた

めには、上級資格の早期取得や、船長・機関長

への早期昇進、内外航の垣根を越えた転職、小

型船から大型船への転船等のキャリアアップが

容易になるような環境整備を図ることが必要で

ある。

また、�で述べた内航海運事業者等のグルー
プ化は、海運事業者の経営基盤の安定化や安全

運航の確保等に資するだけでなく、充実した体

制の下での教育・訓練を通じた高度な技能の獲

得により、船員のキャリアアップを図る上でも

有効な手法であり、その推進を図る必要がある。

（具体的施策の例）

○上級資格の取得の容易化、錆び付いた技能の

復活、新技術や乗り組む船の特性を踏まえた

シミュレータによる操船訓練等スキルアップ

に資するための、広く一般の船員が利用可能

な研修・講座等の開設・拡充

○内航海運事業者等のグループ化を活用し、船

員が研修・講座を受講する機会を増大させる

等船員のキャリアアップ支援体制の構築

○外航日本人船員（海技者）確保・育成スキー

ムを活用した船員の確保・育成の推進

� 陸上海技者への転身を支援する

船員を取り巻く環境の変化により、海上のみ

ならず、陸上においても、船員の持つ高度な船

舶運航技術や豊富な海上実務経験が必要となる

業務が数多く生まれてきている。

このような業務は、船舶管理・監督者（SI）や

水先人、造船所のドックマスター、石油基地の

バースマスター等直接的に海や船に関わる職業

のほか、保険業・金融業や企業経営等の幅広い

部門に見受けられる。また、船員教育訓練機関

における教官、海技試験官、海難審判官等の公

的な海事関連分野にも幅広くニーズが存在し、

現に多数の船員経験者が「陸上海技者」として
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これらの業務に従事している。最近は、海運業

等の新しいビジネスモデル構築の試みを通じ、

そのフロンティアがますます拡大している状況

にある。

これら陸上海技者への転身は、若者や船員が

一生の仕事・ライフサイクルを考えるに当たっ

て無視することのできない重要なステージであ

る。

しかしながら、陸上海技者の業務のうち、水

先人以外の民間業務については、資格制度やキ

ャリアアップのための仕組みが未だ整備されて

おらず、内外航を通じ、船舶管理部門等の重要

性が増す中で、陸上海技者の社会的地位や育成

システムが明確にされていない業務がほとんど

となっている。

この問題を解決することは、船員のキャリア

アップへの意欲を増大させるだけでなく、「船員」

という職業自体の魅力の増大にもつながり、ひ

いては船員志望者の増加にもつながる重要な課

題である。

このため、陸上海技者に係る（民間）資格制

度の創設を軸に、船員としての経験を活かして

さらなる活躍が期待できる新分野（新しいキャ

リアパスモデル�ビジネスモデル）を明確化す
る等の施策の充実を図り、船員の陸上海技者へ

の転身を強力に支援し、海事産業の職業的魅力

を復活させることが必要である。

（具体的施策の例）

○船舶管理・監督者（SI）等、陸上海技者の行う

民間業務に関する新たな（民間）資格制度の

創設

○業界との連携による陸上海技者の位置づけと

業務内容の明確化

○船舶管理会社の陸上支援部門等陸上海技者が

活躍する場の拡大

○陸上海技者への転身に当たっての参考情報の

充実の観点からの国土交通省における陸上海

技者の採用情報等の積極的開示

○より高度な海事に関する知識・技能を教授す

る観点から、海事専門職大学院を含む海事関

連大学院の設置についての船員教育訓練機関

等の関係者による検討

第３章 海事地域の振興

海運、造船をはじめとする我が国の海事産業は、

水運の発達度や産業の立地経緯等から特定の地域

（以下「海事地域」という。）に集積している。最

近、海事地域における海運業、造船業等の海事産

業は全体として好調に推移しているが、海事地域

全体についてみれば、若年人口の減少や高齢化の

進行、低い財政力等によりその活力が停滞ないし

後退しつつあり、地域の海事産業においても後継

者難や海外移転等により先細りの懸念が生じてい

る。

このような状況を放置しておくと、海事地域の

中長期的な活力の低下が避けられず、我が国全体

の海事産業の衰退や船員をはじめとする海事分野

における人材の確保にも支障を来すおそれが強い。

これらの問題を解決するためには、海事地域が、

地域に集積された海事産業・文化の活性化に総合

的に取り組み、青少年の海への関心の高まりを通

じた海事関係の人材確保や特色ある海事地域の形

成を実現することが重要である。

特に、基礎的な自治体である海事地域の市町村が

核となり、地域におけるさまざまな関係者が連携

して地域の特性を活かした「海のまちづくり」を

進めることは、海事地域の振興を実現するための

重要な観点である。

例えば、海事地域の一つである愛媛県今治市は、

次世代の人材育成、海事クラスターの構築、海事

文化の振興と交流の促進という観点から、「海のま

ちづくり」を推進しており、地域住民に対する海

事広報活動の実施、人材育成に係る地元教育機関

との連携、小中学生を対象とした出前海事教室等

の取組みを行っている。その他の地域においても、

海事クラスターの構築等に向けた取組みが行われ

ている。

海洋国家である我が国の国際競争力を強化して

いくためには、今後、海事地域の多くの市町村が

こうした取組みを積極的に行い、青少年が海や船
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に親しむ機会の形成、学校教育と連携した海事教

育の推進、海運・造船等に係る人材の教育・訓練

環境の整備を進めていくことが望ましい。

また、このような事業を実施しやすくする環境

を整備していくためには、国、船員教育訓練機関、

地域の海事関係者等が海事地域の市町村に協力し

ながら「海のまちづくり」を推進するための枠組

みを構築する必要がある。

第４章 施策の推進のための体制と制度等の整備

船員（海技者）の確保・育成は、第一義的には

海運事業者が船員を安定的に採用し、社内で育成

していくことにより達成されるべきものであり、

今後、前述した船員（海技者）の確保・育成に関

する考え方及び具体的施策を踏まえた取組みを行

う必要がある。

また、国、業界団体、各種海事関連団体、船員

教育訓練機関等は、海運事業者による自主的な取

組みを支援し、船員（海技者）の確保・育成やキ

ャリアアップが可能となるような環境の整備を図

ることが必要である。

特に、国においては、船員（海技者）の円滑な

確保・育成を図るための枠組みの形成、様々なニ

ーズに対応した規制の緩和（船員の資格取得や船

員職業紹介に係る制度の見直しや運用の改善等）、

陸上海技者に係る（民間）資格制度の導入等船員

（海技者）に関する制度改革について速やかに検

討を進める必要がある。また、経済的合理性に基

づく企業行動のみでは解決しえない分野において

船員の確保・育成に向けた諸活動を円滑に推進す

るため、行財政上の措置の導入・拡充について検

討することが必要である。

一方、海の魅力の PRという観点から、幅広い海

事関係者が連携し、海事産業全体における人材の

確保・育成に関する基本戦略を確立して、中央・

地方の各層において海事広報活動に戦略的に取組

む必要がある。

併せて、海事地域の振興という観点から、海事

地域において市町村や中小零細事業者が行う事業

に係る支援のあり方についても、必要な仕組みの

構築を図る必要がある。

おわりに

人材育成は、一朝一夕にはなし得ない。長期的

な視野のもと、取り組まねばならない課題である。

海洋国家である我が国が、今後とも海の恵みを

享受し、海運の安定性・安全性・信頼性を確保し

ていくためには、優秀な日本人船員（海技者）を

はじめとする海事産業を支える人材の確保・育成

は極めて重要な国家的な課題である。

この国家的な課題に対応していくためには、産

学官及び地域の海に関する関係者において、今回

盛り込まれた諸施策を着実に実施することが必要

である。

また、システムとして持続可能となるよう施策

効果の検証・評価を行い、不断に施策の見直し・

改善を図るため、個々の施策を実施するに当たっ

ては、可能な限り、目標を設定し、その達成度を

管理することも重要である。

今回の報告は、船員（海技者）の確保・育成の

観点から、取るべき施策に関する基本的な考え方

を明らかにするとともに、問題の緊急性を考慮し、

早急に取り組むべき具体的な施策についてとりま

とめたものであるが、これらが海に関する人材育

成に関わる全ての関係者にとって参考となること

を願う次第である。

国土交通省は、本中間とりまとめを踏まえ、速

やかに必要な制度改正や予算要求について検討す

るべきである。

船員をはじめとする海事分野における人材の確

保・育成のための方策については、これまでの審

議において、おおむね基本的方向を示すことがで

きた。しかし、そのための具体的戦略については、

未だ十分な審議が行われてはいない。したがって、

本部会では、今後、船員をはじめとする海事分野

における人材の確保・育成等に関する具体的な方

策のあり方等について、引き続き検討していくこ

とが適当である。
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小学校教師を対象に横浜港で見学会を開催
当協会は、去る７月３０日、学校・学生向け広報の一環として、小学校教師を対象とした見学会を

横浜港等にて開催した。

この見学会は、東京都小学校社会科研究会が主催し、当協会と石油連盟が協賛して実施したもの

で、東京都の小学校教師６７名が参加した。

午前中は、川崎市にある東燃ゼネラル�の川崎工場において石油精製の過程などについて説明を
受けたあとバスから石油精製施設を見学した。午後は、横浜港にて横浜市海事広報艇「はまどり」

に乗船し、船舶やコンテナバースなどを約１時間にわたって見学した。

本年は�日本船長協会の協力を得、現地往復のバスの車中ならびに「はまどり」船内において同
協会森本会長より海運や船について経験を交えた説明があった。

参加した先生方からは、海運業界や石油業界の役割や重要性が認識でき、また海賊や客船の話が

とても興味深かったとの感想が寄せられた。

なお、当日は�日本船長協会 森本会長のご好意により、横浜大桟橋に停泊中のクルーズ客船「飛

鳥�」船内を先生方が見学できるよう急遽取り計らいいただき、希望者一同驚きの中に船内見学を
体験した。 （総務部：�橋）

▲７：４０am、先生方が丸の内に集合 ▲バスの車中にて、日本船長協会 森本会長
より海運や船について経験を交えた説明

▲東燃ゼネラル�川崎工場にて、石油精製な
どについての講義風景

▲横浜市広報艇「はまどり」に乗船
（先生方６７名）

▲「はまどり」船内にて船や港などについて
説明（日本船長協会 森本会長）

▲「はまどり」船内から行き交う船舶を見学
する先生方

▲「飛鳥�」を見学する一行
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メ ン バ ー 紹 介 

主要データ

会社概要

会 社 名：川崎近海汽船株式会社

KAWASAKI KINKAI KISEN KAISHA, LTD.

本社所在地：東京都千代田区霞が関１丁目４番２号

設 立：１９６６年（昭和４１年）５月１日

資 本 金：２３億６，８６５万円

代表取締役：森原 明

事 業 内 容：海上運送業、海運仲立業、港湾運送

事業および倉庫業、貨物運送取扱事

業、海運代理店業

従 業 員：２３２名（陸員１１６名海員１１６名）

取引金融機関：日本政策投資銀行、株式会社みずほ

コーポレト銀行、りそな銀行、農林

中央金庫、株式社三井住友銀行、株

式会社三菱東京UFJ銀行、中央三井

信託銀行、北海道銀行 等

グループ会社：川崎汽船株式会社、�ダイトーコー
ポレーション、北海運輸�、日東物
流�、ケイラインロジスティックス
� 等

発行済株式総数：２９，５２５，０００株

主 要 株 主：川崎汽船株式会社、東京海上日動火

災保険株式会社、株式会社損害保険

ジャパン、三井住友海上火災保険株

式会社、日本トラステイ・サービス

銀行、北海運輸株式会社、株式会社

栗林商会、株式会社ダイトーコーポ

レーション、日本マスタートラスト

信託銀行、日東物流株式会社 等

No.7 川崎近海汽船株式会社

社名ロゴ

代表取締役社長 森原 明 ファンネルマーク
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部門別営業：近海部門・内航部門およびフェリー

部門

経営理念

当社は、海上輸送のベストパートナーとしてお

客様のニーズに全力で応え、人にやさしい豊かな

社会の実現に貢献します。

歴 史

１９６６年 会社設立、川崎汽船の内航営業権を継承

１９６８年 日本�インドシナ定期航路開始
１９６９年 内航RORO船“北王丸”東京�苫小牧航

路就航

１９７０年 日本�サバ・サラワク定期航路開始
１９７１年 シルバーフェリー�設立
１９７３年 シルバーフェリー�八戸�苫小牧旅客フ

ェリー事業開始

１９８６年 日本�バンコク在来船定期航路配船開始
１９９２年 シルバーフェリー�と合併、八戸�苫小

牧旅客フェリー事業を継承

１９９３年 釧路�日立定期航路・高速船“ほくれん
丸”就航

１９９５年 東京証券取引所第二部上場

２００１年 常陸那珂�苫小牧航路“勇王丸”就航、
“新北王丸”とともにデイリー運航サー

ビス開始

チップ専用船“TROPICAL BREEZE”就航

２００４年 本社移転

２００６年 日立�北九州航路開設
大型高速RORO船２隻リプレースによる

運航開始（釧路�日立航路）
２００７年 内航定期船 航路再編

入会日・所属地区

１９６６年５月１日

（京浜地区船主会所属）

所在地＆周辺案内

本社が入居している

大同生命霞ヶ関ビルは、

親会社である川崎汽船

さんの日比谷セントラ

ルビルから徒歩約５分

に位置します。眼下に

日比谷公園の森が見え、

この時期の“緑”、秋に

は紅葉が目を楽しませ

てくれます。

営 業 チ ー ム
運 航 チ ー ム

本社の入居する大同生命霞が関ビル

組 織
総 務 部

情報システム室

内 部 監 査 室

本

社

経 営 管 理 部

経 理 部

不 定 期 船 部

定 航 部

フ ェ リ ー 部 東京フェリー埠頭事務所

内航不定期船部
川崎近海汽船
三菱化学物流 RORO船共同運航センター内航定期船部

船 舶 管 理 部 船舶管理チーム

安全海技チーム

北 海 道 支 社

支
社
・
支
店
ほ
か

苫小牧フェリー埠頭事務所苫 小 牧 支 店

釧 路 支 店

八 戸 支 社

大 阪 支 店

日 立 支 店 常陸那珂事務所

北九州事務所

日 南 事 務 所

現
地

法
人

“K”LINE KINKAI (SINGAPORE) PTE LTD
“K”LINE KINKAI (MALAYSIA) SDN BHD
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本社地図

ホームページ

ある社員の会社生活

（日立支店勤務の飯野課長代理より）

日立支店は、釧路・苫小牧・北九州向けのRORO

３航路を取り扱う当社のハブポートであります。

荷物を積んだ車両を、そのまま船内に積み込む

ことが出来るRORO船。陸上輸送（シャーシやト

ラック）と海上輸送という、異なった輸送モード

を連続して輸送を行う、ユニーク

な船種と言えます。モーダルシフ

トの主役の海上輸送に、陸運業各

社のお客様が持つきめ細かさを合

わせて、まさに千人力。生活に密

着した様々な荷物を集荷して頂き、

その荷物をまとめて経済的に、環

境に優しく船社が輸送します。

このように、生活に密着した物

資の輸送に携わっていると、思わ

ぬおこぼれに預かることも。当社

の主力航路である北海道航路は、

北海道の旬の味覚の大動脈。夏か

ら秋にかけ、野菜、水産品等を満

載したシャーシやトラックが続々

と降り立ちます。船社も最も繁忙

となる時期ですが、お客様から“陣

中見舞い”の味覚を頂くこともあ

り…「役得」でしょうか？ 人々

の生活を支えるRORO航路。今後

も安全運航に努めていきたいと思

います。

ほくれん丸にて

http : //www.kawakin.co.jp/



米国大統領選は１０億ドル選挙？

WWaasshhiinnggttoonn便便りり

高まる関心
米国では、２００８年１１月に予定されている大統領

選を目指して、既に多くの候補者が名乗りを上げ、
早くも熱戦の火ぶたは切られている。前回の２００４
年選挙では、テロリストに立ち向かう強い指導者
というイメージで、現職のブッシュ大統領が民主
党のケリー候補に圧勝したが、この２年半の間に
状況は大きく変り、ブッシュ大統領の支持率は低
下の一途を辿り、今や３０％を切っている。この最
大の原因は、言うまでもなくイラク戦争の泥沼化
であり、米国民の厭戦・反戦気運を利用した民主
党が昨年の中間選挙で勝利し、議会の多数を制し
たのはまだ記憶に新しい。
去る６月に CBSテレビとニューヨークタイムズ
紙が共同で行なった若年層（１８－２９歳）の調査で
は、回答者の６割以上が０８年選挙は自分の人生で
最も重要な選挙と答えたそうである。候補者の記
事が新聞に載らぬ日はなく、今回ほど１年以上先
の大統領選に対する関心が、これほど早い時期か
ら高まっていることは従来では見られなかった現
象である。
民主党支持者の間では８年ぶりの民主党政権誕

生にかける期待が大きいので関心が高いのは当然
であるが、それ以外にも党派を超えて、０８年選挙
が高い関心を集めているのは、女性（クリントン
上院議員、民主党）、黒人（オバマ上院議員、民主
党）、モルモン教徒（ロムニー前マサチューセッツ
州知事、共和党）、２度の離婚歴がある危機管理専
門家（ジュリアーニ前ニューヨーク市長、共和党）
等が有力候補となっているからであろう。またブ
ッシュ、クリントン両家による政権交代がいつま
で続くのかという若干ミーハー的な興味もある。
もしヒラリー・クリントン議員が大統領に選出さ
れると、Ｂ－Ｃ－Ｂ－Ｃが実現し、気の早い向き

は２０１２年あるいは２０１６年の選挙では、現大統領の実
弟で前フロリダ州知事のジェブ・ブッシュ氏が大
統領に選出されＢ－Ｃ－Ｂ－Ｃ－Ｂが実現すると
予想している。
どの候補者もまずは党の公認候補者としての指

名を獲得しなければならないので、来年１月―３
月にかけて行なわれる予備選に全力を集中し、そ
の後来年８月の党大会で正式に公認候補となると、
９月のレイバーデイ休日明けから１１月の第一火曜
日の大統領選挙日までの２ヶ月間が本選となる。
米国の大統領選の仕組みは、代議員とか選挙人が
登場するので分りにくく、これを説明するにはと
ても限られた紙面では難しいで、本稿では選挙資
金の問題に絞って大統領選の一面を紹介したい。

過熱化する選挙資金集め
予備選自体は２ヶ月の短期決戦であるが、それ

に至るまでの準備期間は非常に長く、通常は１年
位はかけて準備する。その理由は選挙資金集めで
ある。大統領予備選に勝ち抜くには莫大な資金が
必要であり、金を集められない候補は途中で脱落
していくと言われている。近年の選挙資金は途方
もない額になっており、９６年の選挙ではクリント
ン候補は３７００万ドル、２０００年の選挙ではブッシュ候
補は１億ドル、更に２００４年の選挙ではブッシュ候
補は２億７４００万ドル、ケリー候補も２億４６００万ドル
と、回を追うごとに選挙資金の額は急激に膨張し
ている。
典型的な資金集めはレセプションや夕食会とい

う形を取り、マケイン議員のようにラスベガスの
超高級ナイトクラブを借り切ることもある。例え
ば一席１０００ドルの参加金で１０００名集めれば１００万ド
ルの資金を集めることができるが、実際にはその
四分の一は食事代や部屋代等の経費で消えて行く

▲クリントン氏 ▲オバマ氏 ▲ロムニー氏 ▲ジュリアーニ氏
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ので、このようなレセプションや夕食会も何十回
となくやらなければならない。しかも選挙本部に
は１００人程度のスタッフを抱え、その給与や事務所
経費、コンサルタントへの支払いなどで、毎月数
百万ドルは必要と言われている。選挙資金の大半
は民間・一般大衆の献金に依存しているが、連邦
選挙資金法で一般国民の政治献金は候補１人に対
し最大２３００ドルとなっている。
連邦選挙委員会は、各候補が民間から集めた資

金の中の一部を同額補助金として、予備選の始ま
る直前に支給するが、この補助金は選挙資金全体
の精々三分の一程度と言われているので、やはり
民間からどれだけ集金できるかがその候補者の当
落を決める大きな要素のひとつとなる。
大統領選挙では選挙前年の１月以降を選挙期間

と呼び、立候補者は四半期ごとに連邦選挙委員会
に選挙資金収支を報告しなければならない。７月
に発表された主な候補者の最新の選挙資金収支は
下記の通りである。

候補者の中では、民主党のオバマ、クリントン
両議員の集金力がずばぬけている。人気の高い夫
である前大統領の支援を受けるクリントン議員が
抜群の集金能力があるのは当然としても、オバマ
議員が小口のインターネット献金を多く集めてク
リントン議員を上回った事は注目に値する。また
共和党ではモルモン教徒の献金を集めたロムニー
氏の集金能力に注目が集まった。
オバマ氏とクリントン氏では献金者の内訳が対

照的である。クリントン氏は１０００ドル以上の献金
者が全体の８６％を占めるのに対し、オバマ氏は１０００
ドル以下の献金者が全体の４５％を占め、特に１人
２００ドル以下の超小口献金者が実に３０％を占めてい
る。
しかしオバマ氏は小口献金者だけではなく、４

―６月の実績ではリーマン・ブラザース、ゴール
ドマン・サックス、JPモルガン等の金融関係から
も多くの大口の献金を集めている。

選挙費用の内訳
１－６月の全候補者の選挙費用の内５８％は事務

所関係経費である。この中には、スタッフの給料、
旅費、事務所賃料、光熱費、備品、文房具、郵便

代、電話代、食費、税金、会合費、会計事務所費
用、弁護士費用等が含まれる。オバマ議員はスタ
ッフの給料に４－６月の３ヶ月間だけでも、３３０万
ドルを使っている。
次に大きな支出は選挙費用（１９％）である。こ

の中にはコンサルタント費用、イベント費用、選
挙運動促進グッズ、世論調査費用、ダイレクトメ
ール費用等が含まれる。
資金集め費用（１０％）は資金集めに必要なイベ

ント費用、ダイレクトメール、テレマーケティン
グ、コンサルタント、オンライン献金サービス費
用等が含まれる。
候補者がどの地域で費用を使っているかを調べ

ることも可能である。これまでの予備選では、伝
統的にアイオワ州が党員集会（caucus）、ニューハ
ンプシャー州が予備選（primary）で全米のトップ
を切って開催する「Front State」の実績を一貫して
誇ってきた。この両州での開幕戦の持つ意味は重
要で、どの候補者もこの両州での支持獲得には格
別に力を入れてきた。既にアイオワ州の党員集会
は１月１４日、ニューハンプシャー州の予備選は１
月２２日と発表されている。民主党のオバマ議員は、
支持率ではまだクリントン議員の後塵を拝してい
るが、じりじりとその差を縮めつつあり、特にア
イオワ州では８７万ドル、ニューハンプシャー州で
は５０万ドルを使って支持獲得に全力を挙げている。
同議員はアイオワ州で１００名、ニューハンプシャー
州でも５０名以上の専従スタッフを抱えている。

１０億ドル選挙？
選挙戦はまだ序盤戦から中盤戦に入ろうとして

いるところである。オバマ、クリントン両候補だ
けでも既に１億ドル以上の資金を集めており、民
主・共和両党の立候補者が集めた選挙資金総額は
既に約３億ドルである。このペースで選挙資金を
集めると今度の大統領選挙資金は１０億ドルを突破
する可能性があると言われている。２０００年選挙が
５億２９００万ドル、２００４年選挙は８億８１００万ドルの資
金であったことを考えると、この１０億ドルという
のは十分に有りうる数字である。
（北米地区事務局ワシントン事務所長

牧野 直成）
参考文献：山崎一民「ワシントンウォッチ」

民 主 党 オバマ議員 クリントン議員 エドワーズ議員
４―６月 集 金 額 ３２８０万ドル ２６５０万ドル ８９０万ドル
１―６月 集金額累計 ５８６０万ドル ５２５４万ドル ２３０６万ドル
１―６月 支 出 額 ２２６５万ドル １７８５万ドル ９７９万ドル
現金残高 ３６２６万ドル ４５２３万ドル １３３５万ドル

共 和 党 ロムニー前知事 ジュリアーニ前市長 マケイン議員
４―６月 集 金 額 ２１００万ドル １７６０万ドル １１５９万ドル
１―６月 集金額累計 ３４７６万ドル ３２０３万ドル ２３８９万ドル
１―６月 支 出 額 ３２３１万ドル １６９１万ドル ２１９３万ドル
現金残高 １２１２万ドル １８３３万ドル ３２２万ドル
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「海運統計要覧２００７」の発行

当協会では１９７０年より毎年、内外の海運に関する諸統

計をはじめ一般経済や主要関連産業の各種統計資料を幅

広く収録した「海運統計要覧」を作成し、海運関係者は

もとより広く一般の方々の参考に供しておりますが、今

般２００７年版を発行いたしました。

構成は以下の通りとなっています。

［項 目］

� 船 腹 � 企業財務

� 船舶の建造と消失 � 内航海運

� 海上荷動と海運市況 � 港湾関係

� 輸送活動 � 船員関係

	 コンテナ輸送 
 関連産業の動向

なお、本書は１部１，０００円（税込、送料別）にて実費頒

布致しますので、購入をご希望の方は希望部数と送付先

を以下までご連絡ください。

○ お申込み先：

社団法人 日本船主協会 総務部（統計出版担当：�橋）
〒１０２�８６０３ 東京都千代田区平河町２�６�４（海運ビル）
tel：０３�３２６４�７１８８ fax：０３�５２２６�９１６６ E�mail : mem@jsanet.or.jp

（総務部��橋）

国土交通省編集「海事レポート（平成１９年版）」が発行される

国土交通省海事局編による「海事レポート（平成１９年度版）」が発行されました。同レポートは毎

年の海事行政の現状について取りまとめ発行されているもので、本年度版の構成は以下の通りです。

第�部 海事行政における重要課題

第�部 海事の現状とその課題

第�部では「安定的な国際海上輸送の確保」および「安全・安心で環境にやさしい海上輸送の確
保」等海事行政における重要課題の紹介、第�部では海事行政の各分野について各種データと現状
分析を踏まえ、直面する政策課題とそれへの対応がまとめられています。

同レポートの購入につきましては、日本海事広報協会（tel：０３�３５５２�５０３４、fax：０３�３５５３�６５８０）
までお問合せください。 （総務部：�橋）

2007
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９
〜
１３
日

IMO第５６回海洋環境保護委員会（MEPC５６）

がロンドンにて開催された。

（Ｐ．２海運ニュース参照）

１６
日
国土交通省は、平成１９年版「海事レポート」

を発行した。

（Ｐ．２６囲み記事参照）

２０
日
海洋基本法が施行され、初代海洋政策担当相

に冬柴鐵三国土交通相が就任した。また、首

相を本部長とする総合海洋政策本部が設置さ

れた。

２３
〜
２７
日

IMO第５３回航行安全小委員会（NAV５３）がロ

ンドンにて開催された。

（Ｐ．５海運ニュース参照）

２６
〜
２９
日

外国人船員が日本籍船に配乗するための資格

適用範囲が拡大されてから初の外国人船員承

認試験がフィリピンのマニラにおいて開催さ

れ、７０人が合格した。そのうち船長は７人、

機関長は５人であった。

（Ｐ．７海運ニュース参照）

３０
日
「港湾手続きの統一化・簡素化に関する官民合

同検討会」の第１回会合が開催された。

３１
日
総合海洋政策本部の第１回会合が開催された。

２２００００７７年年
77月月
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７月の定例理事会の模様

（８月１日 日本船主協会役員会議室にて開催）

政策委員会

１．トン数標準税制関連事項

２．平成２０年度税制改正要望

３．外航日本人船員（海技者）確保・育成スキーム

４．外航日本籍船の日本人船・機長配乗要件の撤廃

５．アジア船主フォーラム（ASF）関連事項

� ASF事務局長の選任

� ASF ５S委員会への当協会代表

労政委員会

１．２００８�２００９年外国人船員の労働条件に関する
IBF交渉の進捗状況

海上安全・環境委員会

１．IMO第５６回海洋環境保護委員会（MEPC５６）報

告

海上安全・環境委員会�政策委員会
１．海上災害防止センターによるHNS防除資機材

および要員の提供義務

内航部会

１．山本公一衆議院議員との意見交換会の模様

公布法令（７月）

� 船舶機関規則等の一部を改正する省令（国土

交通省令第６９号、平成１９年７月２日公布、平

成１９年８月１日施行）

� 海洋基本法の施行期日を定める政令（政令第

２０１号、平成１９年７月６日公布（施行期日は平

成１９年７月２０日）

� 総合海洋政策本部令（政令第２０２号、平成１９年

７月６日公布、平成１９年７月２０日施行）

� 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関す

る法律の施行期日を定める政令（政令第２０３号、

平成１９年７月６日公布（施行期日は平成１９年

７月２０日）

� 港則法施行令の一部を改正する政令（政令第

２２６号、平成１９年７月２０日公布、平成１９年８月１

日施行）

� 船員保険法施行令及び国民年金法等の一部を

改正する法律の施行に伴う経過措置に関する

政令の一部を改正する政令（政令第２２９号、平

成１９年７月２０日公布、平成１９年８月１日施行）

国際会議の予定（９月）

会議名：バーゼル条約第６回公開作業部会

（OEWG６）

日 程：９月３日～７日

場 所：ジュネーブ（スイス）

会議名：IMO第１２回危険物・固体貨物およびコン

テナ小委員会

日 程：９月１７日～２１日

場 所：ロンドン

船船協協だだよよりり
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１．わが国貿易額の推移 （単位：１０億円）

年 月 輸 出
（FOB）

輸 入
（CIF） 入�▲出超

前年比・前年同期比（％）

輸 出 輸 入

１９９０
１９９５
２０００
２００３
２００４
２００５
２００６

２００６年７月
８
９
１０
１１
１２

２００７年１月
２
３
４
５
６

４１，４５７
４１，５３０
５１，６５４
５４，５４８
６１，１７０
６５，６６２
７５，２５６

６，３２１
６，１４１
６，８３２
６，５９３
６，６３１
６，９６０
５，９５３
６，４１８
７，５１３
６，６３３
６，５６５
７，２８４

３３，８５５
３１，５４８
４０，９３８
４４，３６２
４２，２１７
５６，３８１
６７，１６４

５，４６３
５，９４６
５，８２３
５，９８４
５，７２１
５，８４７
５，９５７
５，４４３
５，８８５
５，７１２
６，１８２
６，０６０

７，６０１
９，９８２
１０，７１５
１０，１８６
１１，９５３
８，７８２
８，０９２

８５８
１９５

１，００９
６０９
９０９

１，１１３
△ ３
９７５

１，６２８
９２１
３８３

１，２２３

９．６
２．６
８．６
４．７
１２．１
７．３
１４．６

１４．２
１７．６
１５．３
１１．５
１２．１
９．８
１９．０
９．７
１０．３
８．２
１５．１
１６．２

１６．８
１２．３
１６．１
５．１
１０．９
１５．６
１６．１

１６．９
１６．２
１７．０
１７．５
７．６
７．７
１０．３
１０．２
０．２
３．５
１５．６
１０．８

（注） 財務省貿易統計による。

２．対米ドル円相場の推移（銀行間直物相場）

年 月 年間）平均月間 最高値 最安値

１９９０
１９９５
２０００
２００２
２００３
２００４
２００５
２００６

２００６年８月
９
１０
１１
１２

２００７年１月
２
３
４
５
６
７

１４４．８１
９４．０６
１０７．７７
１２５．２８
１１５．９０
１０８．１７
１１０．１６
１１６．３０

１１５．８８
１１７．０１
１１８．５９
１１７．３５
１１７．３０
１２０．６０
１２０．４５
１１７．２８
１１８．８３
１２０．７３
１２２．６２
１２１．５９

１２４．３０
８０．３０
１０２．５０
１１５．９２
１０７．０３
１０２．２０
１０２．１５
１０９．５０

１１４．４４
１１５．８５
１１７．４２
１１５．６５
１１４．８７
１１８．３７
１１８．４８
１１５．６０
１１７．７７
１１９．５５
１２０．９４
１１８．５２

１６０．１０
１０４．２５
１１４．９０
１３４．６９
１２０．８１
１１４．４０
１２１．３５
１１９．５１

１１７．３２
１１７．９３
１１９．５１
１１８．３０
１１９．０３
１２１．９９
１２１．４８
１１８．３０
１１９．６０
１２１．７０
１２３．９５
１２３．６３

３．不定期船自由市場の成約状況 （単位：千M�T）

区分

年次

航 海 用 船
定 期 用 船

合 計 連続航海 シングル
航 海

（品 目 別 内 訳）

石 炭 穀 物 砂 糖 鉱 石 スクラップ 肥 料 その他 Trip Period

２００１
２００２
２００３
２００４
２００５
２００６

２００６ １１
１２

２００７ １
２
３
４
５
６
７

１５４，００５
１３２，２６９
９９，６５５
８３，３９８
７４，４０２
８４，５０２

８，４４７
４，６３３
８，３６１
６，１４４
６，２２１
４，２１８
５，５６０
１０，０７０
７，４７９

３，０６３
９７８

１，３２０
２，４１４
２，１４５
６４４

０
０
０
０
０
０
７０
０
０

１５０，９４２
１３１，２９１
９８，３３５
８０，９８４
７２，２５７
８３，８５８

８，４４７
４，６３３
８，３６１
６，１４４
６，２２１
４，２１８
５，４９０
１０，０７０
７，４７９

５２，３２４
４３，４０６
３０，７２２
３１，８７５
２８，５６６
２２，８３２

２，４８５
１，１５０
１，９９７
８１０

２，４１０
１，２４０
１，７９０
３，３８０
１，８１８

１６，７８９
１５，１８２
６，０９７
５，６２１
３，７６０
３，９６９

２５１
１６８
１１５
７０
０

１４８
３５０
１８９
１８１

７，２８８
５，８５３
３，６５７
７００
１６２
２９３

０
０
０
４４
０
０
０
０
０

７２，１７７
６５，１０５
５７，００１
４１，３９４
３９，１０５
５６，４８２

５，６３８
３，３１５
６，２４９
５，２２０
３，８０５
２，８３０
３，３５０
６，４８３
５，４８０

４７２
４４２
２４８
５９６
２４７
０

７３
０
０
０
０
０
０
０
０

９７８
１，０５４
４３８
６９０
３３１
２９３

０
０
０
０

５，８２０
０
０
１８
０

９１４
２４９
１７２
１０８
８６
０

０
０
０
０
０
０
０
０
０

１５０，１５４
１８４，８９０
２０８，６９０
２５０，３８６
２８９，２１６
３３６，４９４

３７，５４２
２４，５４０
２８，８６２
２３，６４０
２２，０９３
１９，９２５
２３，４０２
２６，３７５
２８，７１０

３８，４５５
５０，４７４
８１，７２１
５９，９０６
５３，２３４
１０９，２０３

１１，３４６
８，６５５
１３，１３７
１３，６３６
１５，１５５
１４，４０６
９，４７９
８，８１９
１４，１６６

（注） �マリタイム�リサーチ社資料による。 �品目別はシングルものの合計。 �年別は暦年。

海運統計
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４．原油（ペルシャ湾�日本・ペルシャ湾�欧米）

月次
ペルシャ湾�日本 ペルシャ湾�欧米

２００５ ２００６ ２００７ ２００５ ２００６ ２００７
最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低

１
２
３
４
５
６

７
８
９
１０
１１
１２

８５．００ ５９．５０
１６７．５０ ７５．００
１３７．５０ ７５．００
９６．００ ８０．００
９０．００ ６２．５０
６７．５０ ５２．５０

１０２．００ ７３．７５
７２．５０ ５６．５０
１０２．５０ ６２．５０
１２５．００ ９０．００
２１６．００１３５．００
１７２．５０１１０．００

１８０．００ ８０．００
１５０．００１００．００
１０６．５０ ６６．５０
６８．００ ５０．００
７７．５０ ６７．５０
１３０．００ ８２．００

１３０．００ ９１．００
１３０．００ ９０．００
１１５．００１０５．００
７１．００ ６７．５０
７２．５０ ６０．００
６５．００ ５１．２５

７５．００ ４７．５０
６５．００ ４５．００
９０．００ ６５．００
５０．００

８８．５０ ６２．５０

７７．００ ６２．５０
１４０．００１１２．５０
１０２．５０ ７５．００
９０．００ ７２．５０
８８．２５ ６２．５０
６１．２５ ５０．００

８５．００ ６２．５０
６７．５０ ６０．００
１０２．５０ ６５．００
１２０．００ ８７．５０
１７０．００１３０．００
１４５．００１００．００

１２０．００ ７５．００
１２５．００ ８５．００
９５．００ ５７．５０
６７．５０ ５５．００
８５．００ ５５．００
９７．５０ ７０．００

１０２．５０ ８０．００
１００．００ ８５．００
１０７．５０ ８５．００
８９．５０ ６５．００
７０．００ ６０．００
６０．００ ４８．２５

５７．５０ ４５．００
５９．００ ４７．５０
８０．００ ５４．００
５５．００ ４０．００
７２．５０ ６０．００

（注） �日本郵船調査グループ資料による。 �単位はワールドスケールレート。 �いずれも２０万D�W以上の船舶によるもの。
�グラフの値はいずれも最高値。

原油（ペルシャ湾�日本・ペルシャ湾�西欧） 穀物（ガルフ�日本・ガルフ�西欧）

５．穀物（ガルフ�日本・ガルフ�西欧） （単位：ドル�トン）

月次
ガルフ�日本 ガルフ�西欧

２００６ ２００７ ２００６ ２００７
最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低

１
２
３
４
５
６

７
８
９
１０
１１
１２

３７．４５
―
―
―
―
―

―
―
―

５０．５０ ５０．２５
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

（注） �日本郵船調査グループ資料による。 �いずれも５万D�W以上８万D�W未満の
船舶によるもの。 �グラフの値はいずれも最高値。
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石炭（オーストラリア�西欧）・鉄鉱石（ブラジル�中国・ブラジル�西欧） タンカー運賃指数

６．石炭（オーストラリア�西欧）・鉄鉱石（ブラジル�中国・ブラジル�西欧） （単位：ドル�トン）

月次
オーストラリア�西欧（石炭） ブラジル�中国（鉄鉱石） ブラジル�西欧（鉄鉱石）
２００６ ２００７ ２００６ ２００７ ２００６ ２００７

最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低
１
２
３
４
５
６

７
８
９
１０
１１
１２

１８．４５ １６．２０
―
―
―
―
―

―
―
―

２５．５０
３１．００
３３．００

２６．５０
―

３１．８０ ３０．５０
―
―

２３．５０ １９．７０
２４．９９ ２１．００
２６．７５ １８．５０
２４．００ ２０．９０
２４．３０ １９．７０
２５．７５ ２２．００

３２．２５ ２３．７５
３７．００ ３１．００
３６．００ ２８．５０
３４．２５ ２９．００
３３．００ ２９．５０
３４．４５ ３１．５０

３８．００ ２６．５０
４０．２５ ３８．００
４８．３０ ３９．００
５２．００ ４４．００
５５．００ ５１．００

１１．００ ８．７５
１２．５０
―

１１．２５ ９．８５
１１．５０ １０．５０

１２．７０

１５．４０
１３．１０

２０．２５ １７．９０
１７．５０ １３．４５
１９．００ １５．５０
２１．００ ２０．５０

２１．５０ １６．７５
２４．７５ ２４．５０

―
２９．２５

３１．００ ２７．３０

（注） �日本郵船調査グループ資料による。 �いずれもケープサイズ（１４万D�W以上）の船舶によるもの。
�グラフの値はいずれも最高値。

７．タンカー運賃指数

月次
タ ン カ ー 運 賃 指 数

２００５ ２００６ ２００７
VLCC 中 型 小 型 Ｈ・Ｄ Ｈ・Ｃ VLCC Suez Afra Handy Clean VLCC Suez Afra Handy Clean

１
２
３
４
５
６

７
８
９
１０
１１
１２

８０
１３５
９６
８５
７５
６１

８３
６９
８２
１０９
１７９
１４９

１７０
１６５
１６２
１２４
１３７
１２６

１０８
１０７
１２０
１８６
２２５
２５７

２１０
１８１
１９５
１５７
１９１
１５７

１４４
１３３
１５４
１４９
２６９
２５７

３０７
２３３
２５５
２１２
２７１
２６７

２４８
１９０
２４４
３７６
３５８
２８６

３２２
２６７
２８９
２７４
２５３
２５３

２４３
２１１
３５０
３８５
３１２
２８４

１１２
１１６
８６
６３
７９
１００

１１４
１１４
１０９
８７
７４
６６

１６３
１６８
１２７
１０８
１３２
１３８

１４８
１７１
１３９
１４７
１１８
１３６

１９３
１７６
１６３
１３３
１５８
１４９

１７３
１７０
１４０
１９０
１３３
１８９

３１４
２６７
２０４
２０８
２１７
２２５

２３２
２３１
２１２
２１３
１９９
２１０

３４２
２８２
２２５
２１３
２４１
２３３

２７１
２６６
２３４
２１７
１９４
２５１

６３
６５
８１
６３
７９
６３

１２４
１１６
１１２
１２２
１０８
１１０

１８７
１５９
１４５
１４５
１６１
１１３

２０９
２３７
２２０
２２９
２３５
２１１

２１９
２２６
２８２
２６４
２４４
２４２

平均 １００．３ １５７．３ １８３．１ ２７０．６ ２８６．９ ９３．３ １４１．３ １６３．９ ２２７．７ ２４７．４
（注） �２００３年までは「Lloyd's Ship Manager」、２００４年からは「Lloyd's Shipping Economist」による。�タンカー運賃はワー

ルドスケールレート。�タンカー運賃指数の５区分については、以下のとおり（～２００３）◯イVLCC�１５万トン以上 ◯ロ中型�７万～
１５万トン ◯ハ小型�３万～７万トン ◯ニH�D＝ハンディ�ダーティ�３万５０００トン未満 ◯ホH�C＝ハンディ�クリーン�全船型。（２００４
～）◯イVLCC�２０万トン以上 ◯ロSuez�１２～２０万トン ◯ハAfra�７～１２万トン ◯ニHandy�２．５～７万トン ◯ホClean�全船型
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用船料指数 係船船腹

９．係船船腹量の推移

月次
２００５ ２００６ ２００７

貨 物 船 タンカー 貨 物 船 タンカー 貨 物 船 タ ン カ ー
隻数 千G�T 千D�W 隻数 千G�T 千D�W 隻数 千G�T 千D�W 隻数 千G�T 千D�W 隻数 千G�T 千D�W 隻数 千G�T 千D�W

１
２
３
４
５
６

７
８
９
１０
１１
１２

１３８
１４７
１３７
１３０
１２８
１２９

１３３
１３２
１３４
１３８
１３９
１４１

７７９
７６６
７３３
６７０
６４０
６３７

６４１
６４５
６６８
６７６
６４９
６７９

８３０
８１３
７９７
７６５
７５２
７５０

７５４
７６６
７４５
７５１
７３１
７１０

３５
３２
３３
３５
３６
３６

３４
３４
３４
３４
３４
３４

１３５
９６
１４７
１４８
１０３
１０３

９９
９９
１７０
１０３
１３１
１２８

２０９
１４２
２２９
２３１
１５０
１５０

１４５
１４５
１９４
１４９
１７３
１７１

１４６
１４６
１４６
１４７
１４４
１５０

１４９
１５２
１５１
１５２
１５０
１５１

７０８
６９２
６７１
６８５
６８３
６８９

６９４
６５０
６４７
６４９
６２３
６２３

７５５
７５０
７４２
７６４
７９４
７９６

８１７
６８０
６７８
６８２
６８９
６４０

３４
３３
３２
３２
３２
３４

３２
３２
３２
３２
３４
３４

１２８
１３０
１２８
１２８
１２８
２０３

１０２
１０２
１０２
１０２
１３５
１３５

１７１
１７２
１７０
１７０
１７０
２２７

１５１
１５１
１５１
１５１
２０５
２０５

１５１
１５２
１５８
１５４
１５１
１５１

１４９

６２３
６４２
６７７
６４４
６１０
６０６

６０３

６４０
６４２
６７２
６２５
６０２
６００

５９５

３４
３４
３４
３４
３４
３５

３５

１３５
１３５
１２５
１２６
１２６
１２８

１２８

２０５
１８９
１８９
１９０
１９０
１９１

１９１

（注） インフォーマ発行のロイズ�インアクティブベッセルズによる。

８．貨物船定期用船料指数

月次
２００４ ２００５ ２００６ ２００７

総合指数 BDI 総合指数 BDI 総合指数 BDI １．２万～
２万

２万～
３．５万

３．５万～
５万

５万～
８．５万 ８．５万～ 総合指数 BDI

１
２
３
４
５
６

７
８
９
１０
１１
１２

５５３
６１３
６１５
５５８
５３３
４０１

４７８
５６２
５１４
５０３
５４４
７０１

４，５３９
５，２９０
５，１２２
４，６３５
３．４５２
２，７６２

３，９７１
４，１８０
４，２１４
４，６０２
４，２６４
５，１７６

６７７
７１５
５６５
６２４
５５２
４１２

３４２
２８５
３５２
３９１
３７６
３３２

４，４７１
４，５１１
４，６８５
４，８１０
３，７３７
２，５８６

２，３０７
２，１６９
２，９４９
２，９４９
２，９９１
２，６２４

２９４
２９２
３２１
３２５
３０４
３５９

４２１
４７５
５１８
５２２
４９３
５９４

２，２６３
２，３２８
２，４９３
２，４９５
２，４９５
２，７３９

３，１９１
３，６７２
４，２０７
４，０５３
４，１２１
４，３１８

０
０
０
０
４７９
０

６８９
５２７
５８１
６２３
７３０
６２４

５２５
５３６
５９７
６９３
８４０
７８３

６６０
６５３
７５０
７５６
９５５
９２６

６７０
６９０
７６５
８９１

１，０２５
８３９

６３２
５７７
６４４
７０７
７１２
７５９

４，７６２
４，３６６
５，１７２
５，７８２
６，５２１
５，６７２

６，６０１

出所：「Lloyd's Shipping Economist」
（注） �船型区分は重量トンによる。

�用船料指数は１９８５年＝１００。
�BDI（Baltic Dry Index）は月央値。
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現在の部署へ異動となって早１年余りが経過し、
恐れていた「編集雑感」を担当させて頂く順とな
った。社内にストックされている「せんきょう」
のバックナンバーをひっくり返し、諸先輩方の文
章に感銘を受けつつ、この伝統を私の悪文で汚し
てよいのかとの疑念は尽きぬが仕方がない、筆を
進めてゆくとしよう。
先日、友人の結婚式帰りの電車の中で、花火の

帰りなのか甚兵衛を着た外国人の方を見かけた。
その姿に不思議な感覚に見舞われた。日本人の私
は結婚式後ということでスーツ、つまりは西欧の
正装、片やあちらは和装、しかも夏の略装。どち
らがより豊かな心を持つかは服装だけで一目瞭然
である。郷に入っては郷に従う姿勢に好感を覚え
るとともに、国際色豊か（？）な海運会社に勤める
私は、外国に赴任する機会あれば、現地の文化に
溶け込んでゆきたいと強く思った。
同時に、社会人になってからというもの、季節

を感じることが少なくなった事を思い出した。ク
ールビズ、コートといった多少の違いはあれ年中
ほぼ同じ服装で、日の多くを過ごすオフィスは温
度が一定に保たれ、外出しても都心では折々に変
化する自然には触れ難い。温帯地域に季節の変化
は当然にあり、日本を代表する文学である俳句に

季語が存在するように、こと我が国には四季の情
緒を重んじる土壌がある。であるにも拘らず、季
節を感じられないのは日本人たる一つの重要なア
イデンティティを失うようにも思え、なんとも寂
しい。日々の些事に忘却されがちであるが、季節
を意識するだけの余裕は常に持っていたいもので
ある。手始めとして、あの外国人を見習って、ま
ず花火を見に行くのがよいだろうか。
最後に季節つながりで、季節を冠した私の名前

について。よほど単純な感覚のもとに名付けられ
たのだろうと思われる事がある。両親の名誉のた
めに申し添えておくと、名字の字形とのバランス
を第一に考慮したのであって、単に生まれた季節
から付けたのではないのだそうだ。そんな深謀遠
慮を経た命名でも、幼稚園児の時分に「“こ”で終
わる名前は女だ」といじめられ、多感な中学生の
時期にはマザコン男が主人公のテレビドラマが流
行り「冬に生まれなくてよかったね」とからかわ
れ、それぞれ当時は親を恨んだものだ。が、今で
は割りと気に入っている、というよりも違う名前
の自分はもはや想像できない。

飯野海運株式会社 総務グループ
広報・IR室 伊藤 夏彦

編集委員名簿
第一中央汽船 総務グループ次長兼総務チーム長 裏 啓史

飯 野 海 運 総務グループ 広報�IR 室 伊藤 夏彦

川崎近海汽船 総務部副部長 廣岡 啓

川 崎 汽 船 IR�広報グループ 情報広報チーム長 高山 敦

日 本 郵 船 調査グループ グループ長代理兼調査チーム長 宮本 佳亮

商 船 三 井 広報室マネージャー 鹿野 謙二

三 光 汽 船 社長室副室長（経営企画担当） 近 寿雄

三 洋 海 運 総務部副部長 荒井 正樹

新 和 海 運 総務グループ 総務�法規保険チームリーダー 藤田 正数

日本船主協会 常務理事兼総務部長 井上 晃

常務理事兼海務部長 半田 收

企画部長 園田 裕一

企画部政策担当部長 清野 鉄弥

海務部労政担当リーダー 山脇 俊介

編 集 後 記
本年３月に完成したDVD「日本の海運」が、
おかげさまで半年も経たずに初回プレス分
２２０００枚を配布し、現在は増版分を配布中で
す。前回作成のものとはタイプが異なり、
日常生活と海運とのつながりをドラマ仕立
てで紹介したものなので、業界外の人が観
ても親しみやすいということもあったので
しょう（HP上でダイジェスト版がご覧にな
れます、www.jsanet.or.jp）。
以前、公認会計士の山田真哉氏（ベスト

セラー「さおだけ屋はなぜ潰れないのか？」
の著者）のインタビュー記事を読んだこと
があります。その中で「会計のような専門
的で難しいことをわかりやすく説明するの
が私の仕事」というようなことをおっしゃ
っていました。当時、予備校講師という異
分野から会計の世界に飛び込んだ氏ならで
はの言葉に共感するとともに、自分も！と
思ったものです。そんなことをふと思い出
して、改めて自分の業務を見直してみるこ
の頃。 （MN）
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